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周防大島町告示第60号

平成30年第３回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する

平成30年８月29日

周防大島町長 椎木 巧

１ 期 日 平成30年９月５日

２ 場 所 大島庁舎議場

──────────────────────────────

○開会日に応招した議員

藤本 淨孝君 新田 健介君

吉村 忍君 砂田 雅一君

田中 豊文君 吉田 芳春君

平野 和生君 松井 岑雄君

尾元 武君 新山 玄雄君

中本 博明君 久保 雅己君

小田 貞利君 荒川 政義君

─────────────────────────────

○９月25日に応招した議員

─────────────────────────────

○９月26日に応招した議員

──────────────────────────────

○応招しなかった議員

──────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────

平成30年 第３回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成30年９月５日（水曜日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

平成30年９月５日 午前９時30分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 行政報告並びに議案説明

日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）

日程第６ 報告第２号 放棄した債権の報告について（住宅使用料・水道料金）

日程第７ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

日程第８ 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

日程第９ 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

日程第10 認定第１号 平成２９年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 認定第２号 平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第12 認定第３号 平成２９年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について

日程第13 認定第４号 平成２９年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

日程第14 認定第５号 平成２９年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

日程第15 認定第６号 平成２９年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

日程第16 認定第７号 平成２９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第17 認定第８号 平成２９年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第18 認定第９号 平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て
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日程第19 認定第10号 平成２９年度周防大島町水道事業企業会計事業決算の認定について

日程第20 認定第11号 平成２９年度周防大島町病院事業局企業会計事業決算の認定について

日程第21 議案第１号 平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）

日程第22 議案第２号 平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第３号 平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第24 議案第４号 平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 議案第５号 平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第26 議案第６号 平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第27 議案第７号 平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第28 議案第８号 平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第29 議案第９号 平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）

日程第30 議案第10号 平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第１号）

日程第31 議案第11号 平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計補正予算（第１号）

日程第32 議案第12号 周防大島町情報公開条例及び周防大島町個人情報保護条例の一部改正

について

日程第33 議案第13号 周防大島町営渡船設置及び運営に関する条例の一部改正について

日程第34 議案第14号 周防大島町税条例等の一部改正について

日程第35 議案第15号 周防大島町過疎地域自立促進計画の変更について（質疑・討論・採決）

日程第36 議案第16号 動産の買入れについて（平成３０年度トレーラーハウス購入）（質

疑・討論・採決）

日程第37 議案第17号 動産の買入れについて（平成３０年度周防大島町公用車（スクールバ

ス白木線２号車）購入）（質疑・討論・採決）

日程第38 議員派遣の件について

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 行政報告並びに議案説明

日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）

日程第６ 報告第２号 放棄した債権の報告について（住宅使用料・水道料金）
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日程第７ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

日程第８ 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

日程第９ 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

日程第10 認定第１号 平成２９年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 認定第２号 平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第12 認定第３号 平成２９年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について

日程第13 認定第４号 平成２９年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

日程第14 認定第５号 平成２９年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

日程第15 認定第６号 平成２９年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

日程第16 認定第７号 平成２９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第17 認定第８号 平成２９年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第18 認定第９号 平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第19 認定第10号 平成２９年度周防大島町水道事業企業会計事業決算の認定について

日程第20 認定第11号 平成２９年度周防大島町病院事業局企業会計事業決算の認定について

日程第21 議案第１号 平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）

日程第22 議案第２号 平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第３号 平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第24 議案第４号 平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 議案第５号 平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第26 議案第６号 平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第27 議案第７号 平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第28 議案第８号 平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第29 議案第９号 平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）
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日程第30 議案第10号 平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第１号）

日程第31 議案第11号 平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計補正予算（第１号）

日程第32 議案第12号 周防大島町情報公開条例及び周防大島町個人情報保護条例の一部改正

について

日程第33 議案第13号 周防大島町営渡船設置及び運営に関する条例の一部改正について

日程第34 議案第14号 周防大島町税条例等の一部改正について

日程第35 議案第15号 周防大島町過疎地域自立促進計画の変更について（質疑・討論・採決）

日程第36 議案第16号 動産の買入れについて（平成３０年度トレーラーハウス購入）（質

疑・討論・採決）

日程第37 議案第17号 動産の買入れについて（平成３０年度周防大島町公用車（スクールバ

ス白木線２号車）購入）（質疑・討論・採決）

日程第38 議員派遣の件について

──────────────────────────────

出席議員（14名）

１番 藤本 淨孝君 ２番 新田 健介君

３番 吉村 忍君 ４番 砂田 雅一君

５番 田中 豊文君 ６番 吉田 芳春君

７番 平野 和生君 ８番 松井 岑雄君

９番 尾元 武君 10番 新山 玄雄君

11番 中本 博明君 12番 久保 雅己君

13番 小田 貞利君 14番 荒川 政義君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 舛本 公治君 議事課長 大川 博君

書 記 池永祐美子君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

町長 …………………… 椎木 巧君 代表監査委員 ………… 西本 克也君
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副町長 ………………… 岡村 春雄君 教育長 ………………… 西川 敏之君

病院事業管理者 ……… 石原 得博君 総務部長 ……………… 中村 満男君

産業建設部長 ………… 林 輝昭君 健康福祉部長 ………… 平田 勝宏君

環境生活部長 ………… 佐々木義光君 久賀総合支所長 ……… 藤井 正治君

大島総合支所長 ……… 近藤 晃君 東和総合支所長 ……… 山﨑 実君

橘総合支所長 ………… 中村 光宏君

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 大下 崇生君

教育次長 ……………… 永田 広幸君 病院事業局総務部長 … 村岡 宏章君

総務課長 ……………… 岡本 義雄君 財政課長 ……………… 重冨 孝雄君

税務課長 ……………… 藤本 倫夫君 生活衛生課長 ………… 中谷 範夫君

水産課長 ……………… 瀬川 洋介君 水道課長 ……………… 豊永 充 君

政策企画課長 ………… 山本 勲君

──────────────────────────────

午前９時30分開会

○議長（荒川 政義君） 改めまして、おはようございます。

ただいまから、平成３０年第３回周防大島町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりです。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（荒川 政義君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。今期定例会の署名議員は、

会議規則第１２７条の規定により、８番、松井岑雄議員、９番、尾元武議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．会期の決定

○議長（荒川 政義君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。

お諮りします。今期定例会の会期は、去る８月２９日に開催の議会運営委員会において協議の

結果、お手元に配付してある会期日程のとおり、本日から９月２６日までの２２日間としたいと

思います。

御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配付して

ある会期日程のとおり、本日から９月２６日までの２２日間とすることに決しました。
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────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（荒川 政義君） 日程第３、諸般の報告を行います。

６月定例会以降の諸般について御報告をいたします。

去る７月６日から７日にかけての豪雨により、町内の各所において大規模な災害が発生し、議

員各位のお住まいの地域でも、大変な御苦労をされたことと思います。８月６日には臨時議会に

おいて、この災害復旧に関する国の査定を受けるための補正予算の審議、議決をいたしたところ

でございます。これにより、復旧のスピードを速めた取り組みをさらに進めていくよう努めてま

いらなければならないと思っております。

また、８月１２日には家房地区で２歳に満たない幼子が行方不明になり、警察、消防、海上保

安署、町の消防団、ボランティア、延べ６７０名以上の方々が総力を挙げての捜索で、無事、発

見に至ったことは大変喜ばしく、関係各位の御尽力に対し、敬服いたしておりますし、敬意を表

するところでございます。

さて、それでは本年６月以降本日までに、議会に提出されております文書について御報告いた

します。

まず、地方自治法の規定に基づき、監査委員から例月現金出納検査６月・７月・８月実施分の

結果の報告がありましたので、お手元にその写しを配付いたしております。

次に、陳情・要望について、受理したものはございません。

続いて、系統議長会関係について、７月３日に開催される予定であった山口県町議会議長会の

定例会は、台風１０号により後日書面審議され、平成２９年度事業報告及び歳入歳出決算等につ

いて認定されたところでございます。

月がかわって、８月２０日、２１日に、山口県町議会議長会での研修視察で訪問した千葉県長

生村は、九十九里浜に面していることから、大規模地震による津波を１０メートルと推計した上

で、標高１０メートル以上の箇所に緊急避難場所を指定、ハザードマップの作成とあわせて住民

周知を図っておりました。また、議会の運営について通年会期制をとり、１月に首長が招集した

後は、執行部からの要請により議会運営委員会で協議して開催日を決定していることから、機能

的に会議を開くことができるとのことでした。

次に訪問した東庄町は、庁舎の建設に際し、議会本会議場を多目的に使用できるよう配慮した

つくりで、ワンフロアホールの中で可動議席による会議を行っており、災害等非常時には住民の

避難場所として活用するとのことでありました。いずれの町でも住民に対し、開かれた議会とな

るよう議会改革の努力をされておられることが参考となりました。

また、８月２８日に田布施町で開催された山口県町議会実務研修会においては、同志社大学大
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学院総合政策科学研究科 教授新川達郎氏の「計画・予算への議会の取り組み、政策過程への関

与を深める議会」と題した、講演研修に御参加をいただきありがとうございました。

次に、町人会等への参加につきましては、去る７月１日に広島・周防大島町人会が開催され、

小田議員、久保議員、尾元議員、新田議員、藤本議員、そして私、荒川が出席し、ふるさと大島

の近況報告や情報交換をしてまいりました。

また、今会期中の９月２３日には近畿東和会が大阪で開催されます。さらに１０月以降には、

東京東和町人会、近畿久賀クラブ、東京大島郡人会、近畿大島会への議員参加を計画しておりま

す。この件につきましては議員派遣として、本日及び本定例会の最終日の会議で御議決をいただ

く予定でありますので、よろしくお願いをいたします。

以上、諸般の報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．行政報告並びに議案説明

○議長（荒川 政義君） 日程第４、行政報告並びに議案の説明に入ります。

町長から行政報告並びに議案の説明を求めます。椎木町長。

○町長（椎木 巧君） おはようございます。本日は、平成３０年第３回周防大島町議会定例会

を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙の折にもかかわりませず御参集

賜り、厚くお礼申し上げます。

議案の説明に先立ちまして、行政報告を７件ほど申し上げたいと思います。

１件目は、今、議長のほうからもありましたが、行方不明者の捜索についてであります。

去る８月１２日の午前１０時半ごろでございましたが、家房地区におきまして家族と帰省して

おられた２歳の男児の行方がわからなくなり、家族から柳井警察署へ捜索願の届出がありました。

町の防災行政無線による行方不明者の情報提供の放送を行うとともに、警察から町の消防団への

出動の依頼がございました。

行方不明者の捜索については、柳井署を中心に柳井地区広域柳井消防署、柳井海上保安署、周

防大島町消防団からは１８分団、これ家房の分団でございますが、そして１７分団、出井の分団、

さらには本部分団、これ役場のほうの分団でございますが、これらが地元や自治会、ボランティ

アの方々が男児の行方がわからなくなった帰省先の周辺を中心に捜索にあたり、現場には警察犬

も投入され、日没までは捜索したものの不明者の発見には至らず、夜間は警察によるパトロール

が継続されました。

翌１３日には、早朝７時から日没以降においても、側溝や斜面の下、井戸や空き家をはじめ水

路やため池のほか、海上からは海上保安署の巡視艇とヘリコプターが捜索を続け、警察は捜索範

囲を広げ、山林などを防災ヘリコプターや体温を感知するセンサーがついたドローンを使いなが
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ら上空からも捜索いたしましたが、男児を発見することはできませんでした。

１４日も引き続き、１５０人態勢により、早朝７時から日没過ぎまで、警察において捜索範囲

を山中などに拡大し、広範囲に捜索の手を広げましたが見つからず、連日の猛暑が続く中、時間

の経過とともに一刻も早い無事発見のために、各方面が全力を挙げて捜索に取り組みましたが、

手掛かりは見つからなかったため、翌日の消防団の捜索は、分団員を大島支部全体に拡大するこ

ととし、捜索に臨むことにしておりましたが、１５日の午前７時前に、ボランティアで捜索に加

わりました大分県の男性によって男児は発見され、無事に保護されました。

このたびの捜索にあたりましては、発生当初から多くの皆様に捜索への御協力をいただいてお

り、無事発見につながったことは、多くの方々の御協力あってのことと心より感謝を申し上げる

次第でございます。

２件目は、大島大橋送水管破断事故対応に伴う要望書の提出についてであります。

今年の１月１１日に発生した、大島大橋送水管破断事故の原因につきましては、５月１４日に

広域水道企業団から事故原因の報告を受けました。その後、６月１９日の議会定例会全員協議会

で企業団のほうから、管を支える支持部の補強について、補強金具の設置も検討するとの報告が

ありました。

また、６月２５日の一般質問に対する答弁では、重い接続部分が無くなったとはいえ、補強の

ための支持金具の増設などを、広域水道企業団に要望する旨を申し上げたところであります。

その後、７月２５日付で柳井地域広域水道企業団の企業長宛てに要望書を提出いたしましたの

で、御報告いたします。

これを受け、８月２７日付で柳井地域広域水道企業団の企業長から、この要望書に対する回答

をいただきましたので、あわせて御報告いたします。

また、この要望書につきましては、８月７日に開催されました柳井地域広域水道企業団第１回

臨時会におきまして、本町から提出されたことが報告されたところであります。

また、当日の全員協議会で、同企業団議会の議員であります平野議員から、次のような質問が

なされておりますので御紹介しておきたいと思います。そして、それに対する企業長からの答弁

もありましたので、あわせて報告いたします。平野議員からは、本年５月には企業長から、周防

大島町議会議長宛てに送水管の破断事故の原因について報告がありましたが、その報告書による

と、ツバ短管の疲労破壊が原因と推定されるとの報告であり、ツバ短管は支持金具約６メートル

の中間に設置され、重量は１９２キログラムと重い部材で接続されていたと、報告を聞いており

ます。

当初の設計では直管で施工される予定であったものが、周辺工事の関係から設計変更された経

緯があると聞いておりますが、この設計変更により支持金具の中間にツバ短管で接続されたこと
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が、今回の破断の原因につながったとは考えられないか。さらにツバ短管が疲労破壊を起こした

原因はこの設計変更にあるのではないかお伺いしますと。

もしそうであるならば、なぜそのような疲労破壊を起こすような設計になったのか。また、こ

のたびの──設計になったのかというのは設計変更になったのかということでしょう。また、こ

のたびの補正計上されている補強支持金具、水道企業団のほうに補正予算でから補強金具の施工

の補正予算が出ておりましたので、そういう質問だったと思います。このたびの補正計上されて

いる補強支持金具が、当時、なぜ施工されていなかったのかお尋ねする。

先の周防大島町における全員協議会や一般質問においても、製造した企業も、設計した会社も、

施工した業者も、これどれにも落ち度はないが、送水管は破断し、周防大島町民は大変大きな迷

惑を被ったと、これでは納得がいかないという意見が多く出ております。ぜひとも、十分な納得

のできる検証をお願いいたしますとの質問をされております。

それに対して、企業長からは、施工当時の基準では、製品、設計、施工は基準を満たしていま

したが、事故が起きた以上、設計変更した企業団に責任があると言わざるを得ません。今後、再

発防止に最善を尽くす所存ですという答弁がありましたので、報告をいたしておきます。

３件目は、学校施設の環境整備についてであります。

御存じのように、大変な猛暑、酷暑の中で、学校の空調設備が大変大きな問題になっておりま

す。まずは町立小中学校の空調設備の整備状況についてでありますが、小学校１０校のうち既に

８校については空調設備の整備が済んでおります。現在、沖浦小学校において設置工事を進めて

おります。来年度には久賀小学校の設置工事に着手する予定でございます。

また中学校におきましては、４校中２校が整備済でございまして、来年度、大島中学校と東和

中学校の設置工事に着手する予定であります。この３小中学校の工事完了をもって、空調設備の

整備事業は１００％、終えるということになります。

次に、学校施設におけるブロック塀についてでありますが、ブロック塀については、先の大阪

府北部地震のブロック塀倒壊事故を受けて、本町においても公共施設のブロック塀調査を実施し

たところであります。学校施設におきましても、小学校や既に閉校した小学校、または教職員住

宅に改修等が必要なブロック塀が見受けられたことから、今定例会におきまして補正予算を提出

し、基準に適合する改修もしくはブロック塀自体の撤去を行い、安全の確保に努めることといた

しております。

最後に、学校のトイレについてでございますが、本町の小中学校では和式便器が大半を占めて

おりますが、第一次避難所に指定されておる学校もたくさんありまして、また、各家庭において

もトイレの洋式化が進んでいることから、学校のトイレの改修について所管課へ検討するよう指

示を出しているところでございます。今後、計画的に整備を進め、学校施設の環境整備に努めて
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まいる予定でございますので御報告いたします。

４件目は、米軍岩国基地への空母艦載機移駐完了後について、今日までのその後の経過につい

て御報告をいたします。

４月から５月にかけまして、基地周辺自治体において航空機騒音が発生しており、町内からも

多数の苦情が寄せられ、米軍岩国基地に対して山口県基地関係県市町連絡協議会から、騒音の軽

減に努めるよう要請を行ったことは、６月定例会におきまして御報告をしたとおりでございます

が、米軍は空母艦載機の着艦資格を取得するための空母着艦資格取得訓練、ＣＱと言われておる

ものでございますが、これを５月３０日から６月３日の間で実施しており、その後においては、

横須賀を母港とする空母ロナルド・レーガンが８月７日に出港し、８月１０日に一度再入港、横

須賀に帰ってきたわけですが、入港し、その後は今度は８月１４日に横須賀を出港したことを、

中国四国防衛局のほうから情報を受けたところでございます。

なお、町内５カ所に設置された４月から７月までの騒音測定装置の測定結果は、中国四国防衛

局ホームページにおきまして公表されておりますが、４月または５月をピークに６月以降、測定

値は降下してきております。

以上のとおり、米軍岩国基地への空母艦載機移駐完了後について、これまでの経過を申し上げ

ましたが、今後も継続して議会のほうに報告をいたしますとともに、山口県及び関係市町と協議

を重ねながら適切に対応してまいりたいと考えております。

去る８月２４日には、中国四国防衛局におきまして、山口県基地関係県市町連絡協議会からの

岩国基地問題に関する要望といたしまして、安心安全対策、地域振興策、米軍再編に関する

２２項目の要望を行ってまいりましたので、重ねて御報告を申し上げます。

５件目は、平成２９年度決算に係る財政の健全化判断比率及び資金不足比率について、御報告

を申し上げます。

平成２９年度決算につきましては、５月末に出納を閉鎖し、その後、監査委員による決算審査

を経て、８月２３日に決算審査による意見書をいただいたところであり、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によりまして、平成２９年度の決算

に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告書をお手元に配付いたしております。なお、監査

委員の意見書につきましては、別途お配りをしているとおりでございます。

監査委員さんのほうからは、厳しくも適切なる御意見をいただいており、真摯に受けとめてい

るところであります。

まず、決算の状況につきましては、一般会計は、実質収支は５億７,２９２万６,０００円の黒

字となっており、公営企業特別会計を除く特別会計におきましても、黒字もしくは収支ゼロの決

算となっております。財政分析指数におきましては、合併時から大幅な改善が図られているもの
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の、平成３１年度をもって合併による特例措置が終わることや、平成２７年度国勢調査人口の減

少による交付税への影響を考えますと、さらなる行財政改革に取り組まなければなりません。

次に、平成２９年度決算に係る財政の健全化判断比率及び資金不足比率についてであります。

実質赤字比率、連結実質赤字比率はともに赤字額がなく、実質公債費比率においては０.２ポイ

ント改善され１１.５％に、将来負担比率は４５.７％と対前年度比３.２ポイントの改善が図ら

れているとともに、それぞれ早期健全化基準を下回っているところであります。また、全ての企

業会計において資金不足は生じていない状況であります。よって、周防大島町の財政状況につき

ましては、厳しい状況ではあるものの、財政の健全化判断比率は年々改善が図られ、財政の健全

性は維持されていると判断されているところであります。

６件目は、臨時職員等の賃金改定について、御報告を申し上げます。

去る８月６日、山口労働局長の諮問機関であります山口地方最低賃金審議会から、県内の最低

賃金を１時間当たり現行７７７円から２５円引き上げ、８０２円とするよう答申がなされました。

この２５円の引き上げは、山口県最低賃金が時間額表示となった平成１４年度以降、最高の引き

上げ額となっておるところであります。

今後、山口労働局は異議申出の手続き等を経て、１０月に新たな最低賃金を決定することが見

込まれます。仮に、答申どおりに最低賃金が改定された場合、現在、本町の一般事務等の臨時職

員の賃金は時給７８０円でありまして、最低賃金を下回るということになります。

したがいまして、正式に最低賃金が決定されれば、その額に応じた事務職員の賃金を改定する

とともに、保健師や保育士、その他の職種についてもこれに相応する改定を行ない、また賃金を

基準に積算をいたしております委託料等につきましても、これを改める必要が生じることとなり

ます。

しかしながら、正式な決定が１０月になることが見込まれることから、改定後の賃金の支払い

につきましては、現行予算の範囲内で対応することとしておきまして、差額につきましては

１２月補正予算に計上をさせていただきたいと考えておりますので、御理解をお願いしたいと思

います。

最後に、山口県平成３０年７月豪雨災害義援金について、御報告をいたします。

先般、山口県平成３０年７月豪雨災害義援金配分委員会の決定に基づき、８月３１日に義援金

の入金がございました。これを受けまして、周防大島町地域防災計画に基づき、周防大島町災害

義援金配分委員会による配分決定を行いましたので、９月中をめどに被災者へ義援金の配付を行

う予定であります。

なお、被災者への支援事業といたしまして、被災者生活再建支援金と災害援護資金貸付金につ

きましては、今議会の補正予算に計上しておりますこと、また、県の災害見舞金につきましては、
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被災者からの申請を取りまとめて、県への進達を終えておりますことを申し添えさせていただき

ます。

以上、行政報告を７件ほどさせていただきました。

それでは、提出議案の概要につきまして、御説明を申し上げます。

本定例会に提案いたしております案件は、報告が２件、諮問が２件、同意が１件、決算の認定

に関するものが１１件、補正予算に関するもの１１件、条例改正に関するもの３件、計画の変更

に関するもの１件、動産の買入れ２件の合計３３件であります。

報告第１号は、公用車に係る物損事故における損害賠償の額を定めることについて、専決処分

により処理をいたしましたことを報告するものであります。

報告第２号は、債権管理条例に基づき放棄した債権について、議会に報告するものであります。

諮問第１号、諮問第２号は、任期満了に伴う人権擁護委員の候補者の推薦につきまして、議会

の意見を求めるものであります。

同意第１号は、周防大島町教育委員会委員の任命についてであります。任期満了に伴う教育委

員会委員の任命につきまして、議会の同意を求めるものであります。

認定第１号から認定第１１号までの１１件は、平成２９年度の一般会計から渡船事業特別会計

までの各会計の歳入歳出決算及び水道事業、病院事業局の各企業会計事業決算の認定について、

お諮りするものであります。

一般会計の実質収支は５億７,２９２万６,０００円の黒字となり、その他の８つの特別会計に

つきましても黒字もしくは収支ゼロ決算となり、おかげをもちまして各会計とも順調に予算執行

ができたものと思っております。

次に、水道事業及び病院事業局の企業会計についてでありますが、水道事業企業会計につきま

しては、この水道事業会計の初めての企業会計決算となっております。

次に、病院事業局の企業会計におきましては、人口減少とか、それに伴う患者数の激減により

まして、大変厳しい状況になっております。大変大きな問題をはらんだ決算となっておりますの

で、またそのときに御議論させていただけたらと思っているところでございます。

このことは、これらが順調に、総体的には順調に決算ができましたことは、議員各位をはじめ、

町民の皆様の大変大きな御理解と御協力によるものでありまして、深く感謝を申し上げる次第で

ございます。

各財政分析の指数につきましては、合併時と比較いたしますと、大幅に健全化は進み、改善は

図られておりますが、近年の合併による特例措置の縮減等、その財政環境の影響によりまして、

一部の指数に改善の停滞が見られることから、さらなる行財政改革への取り組みの必要性を強く

感じているところであります。
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監査委員の決算審査意見、並びに主要な施策の成果を説明する書類を添えて、決算書をお配り

しているところでありますが、各会計決算の詳細内容につきましては、後ほど関係参与より御説

明をさせていただきます。

議案第１号は、平成３０年度一般会計補正予算（第４号）であります。

既定の予算に、１６億１,２２９万３,０００円を追加し、予算の総額を１５４億１,２０９万

３,０００円とするものであります。

議案第２号は、平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）であります。

既定の予算に、３,４８７万３,０００円を追加し、補正後の予算の総額を３０億５,２４３万

６,０００円とするものであります。

議案第３号は、平成３０年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）であります。

既定の予算に、２２万１,０００円を追加し、補正後の予算の総額を４億７,３３４万円とする

ものであります。

議案第４号は、平成３０年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。

保険事業勘定の既定の予算に、１億９,０５９万５,０００円を追加し、補正後の予算の総額を

３６億４９０万５,０００円とするものであります。

議案第５号は、平成３０年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。

既定の予算に、１５０万６,０００円を追加し、補正後の予算の総額を３億５,７６９万

１,０００円とするものであります。

議案第６号は、平成３０年度下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。

既定の予算に、１,５１６万８,０００円を追加し、補正後の予算の総額を１４億８,２０６万

円とするものであります。

議案第７号は、平成３０年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてでありま

す。

既定の予算に、１,４８５万４,０００円を追加し、補正後の予算の総額を３億２,２５８万

３,０００円とするものであります。

議案第８号は、平成３０年度漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてでありま

す。

既定の予算に、４２２万９,０００円を追加し、補正後の予算の総額を５,７４２万４,０００円

とするものであります。

議案第９号は、平成３０年度渡船事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。

既定の予算に、２５万４,０００円を追加し、補正後の予算の総額を９,２２０万８,０００円

とするものであります。
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議案第１０号は、平成３０年度水道事業企業会計補正予算（第１号）についてであります。

収益的収入及び支出を補正するものであります。

議案第１１号は、平成３０年度病院事業局企業会計補正予算（第１号）についてであります。

業務の予定量、収益的収入及び支出等を補正するものであります。

議案第１２号は、個人情報保護法等改正法により改正された個人情報の保護に関する法律等の

施行に伴いまして、個人情報の適正な取り扱いについて必要な事項を定めるため、周防大島町情

報公開条例及び周防大島町個人情報保護条例の一部を改正しようとするものであります。

議案第１３号は、情島航路の起点を情島港から伊保田港に変更するため、周防大島町営渡船設

置及び運営に関する条例の一部を改正しようとするものであります。

議案第１４号、周防大島町税条例等の一部改正については、既に施行されました地方税法等の

一部を改正する法律等のうち、平成３０年１０月１日以降に施行される改正事項について、所要

の改正を行うものであります。

議案第１５号は、周防大島町過疎地域自立促進計画の変更についてであります。若者定住住宅

建設事業の施設区分を生活環境の整備から集落の整備に変更するにあたり、議会の御議決を求め

るものであります。

議案第１６号、議案第１７号は、動産の買い入れについてであります。

議案第１６号はトレーラーハウスを、議案第１７号は公用車のスクールバスをそれぞれ買い入

れるにあたり、議会の御議決を求めるものであります。

以上で、議案等の概要につきまして御説明申し上げましたが、詳しくは提案の都度、私または

関係参与が御説明いたしますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますよう、よろしく

お願いいたします。

終わります。

○議長（荒川 政義君） 以上で、行政報告並びに議案の説明を終わります。

────────────・────・────────────

日程第５．報告第１号

日程第６．報告第２号

○議長（荒川 政義君） 日程第５、報告第１号損害賠償の額を定める専決処分の報告についてと、

日程第６号、報告第２号放棄した債権（住宅使用料・水道料金）の報告について、執行部の報告

を求めます。中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 報告第１号専決処分について、御報告申し上げます。

平成３０年１月１４日に、大字沖家室島において発生した事故による和解及び損害賠償の額を

定めることについて、平成３０年８月８日に地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、専決
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処分により処理させていただきましたので、同法同条第２項の規定により議会へ報告するもので

ございます。

この事故は、沖家室島洲崎地区の県道３６２号白木漁港佐連線において、町所有のスクールバ

スが沖家室大橋に進入しようとした際、ハンドル操作を誤ってガードレールに接触し、ガード

レール及び近くに設置されていた工事用看板を破損させたものでございます。

なお、本件事故に係る和解につきましては、相手方対町の過失割合が０対１０であることを確

認し、町が山口県へ９７万２,０００円、木村建設有限会社へ２万１,６００円、合計９９万

３,６００円を賠償したものでございます。

なお、損害賠償の額は、一般財団法人全国自治協会から直接支払われることとなっております

ので、あわせて御報告させていただきます。

次に、報告第２号放棄した債権について、御報告を申し上げます。

議案つづりの３ページをお願いいたします。

次の債権に係る放棄の適否について、去る、平成３０年２月６日に周防大島町債権管理条例施

行規則第６条の規定に基づき設置した、周防大島町債権管理審査会で審議し、承認を受け、債権

放棄しましたので、周防大島町債権管理条例第８条の規定により御報告をいたします。

その内訳につきましては、公営住宅使用料の過年度未収金のうち、周防大島町債権管理条例第

７条第１号及び同条第２号に該当する債権額３万９,３００円、債権者１名と、簡易水道料金及

び水道料金の過年度未収金のうち、条例第７条第１号に該当する債権額３１６万９,７７６円、

債権者２０名の、合わせて債権額３２０万９,０７６円、債権者２１名でございました。

以上２件、報告を申し上げさせていただきました。

○議長（荒川 政義君） 以上で執行部の報告を終了します。

────────────・────・────────────

日程第７．諮問第１号

○議長（荒川 政義君） 日程第７、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを議題とします。

補足説明を求めます。椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 諮問第１号は、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることに

ついてであります。

平成３０年１２月３１日をもって任期満了となります現委員の清木由美子氏は、人格、識見と

もに高く、地域の実情に精通され、人権擁護についても深い理解のある方であります。

詳細な経歴につきましては、お手元の説明資料に示してあるとおりでございます。

私といたしましては、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、同氏を引き続き人権擁護
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委員に推薦いたしたいと存じますので、よろしく御審議をいただきますようお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりました。

お諮りします。諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、

清木由美子氏を適任とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦は、清木

由美子氏を適任とすることに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第８．諮問第２号

○議長（荒川 政義君） 日程第８、諮問第２号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを議題とします。

補足説明を求めます。椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 諮問第２号は、人権擁護委員の候補者の推薦につきまして意見を求める

ことについてでございます。

平成３０年１２月３１日をもって任期満了となります現委員の村田雅典氏は、人格、識見とも

に高く、地域の実情に精通され、人権擁護についても深い理解のある方であります。

詳細な経歴につきましては、お手元の説明資料に示してあるとおりでございます。

私といたしましては、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づきまして、同氏を引き続き人

権擁護委員に推薦いたしたいと存じますので、よろしく御審議をいただきますようお願いいたし

ます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりました。

お諮りします。諮問第２号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、

村田雅典氏を適任とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、諮問第２号人権擁護委員の推薦は、村田

雅典氏を適任とすることに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第９．同意第１号

○議長（荒川 政義君） 日程第９、同意第１号周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについてを議題とします。

提出者の説明を求めます。椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 同意第１号は、周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ
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とについてであります。

本町教育委員会委員のうち、珠山信孝氏が１１月２６日をもって任期満了となります。珠山氏

は、平成２２年１１月２７日に教育委員会委員として御就任をいただき、平成２７年１１月

２７日から１年間、教育委員長として、また平成２８年１１月２７日から２年間、教育長職務代

理者として、学校教育や社会教育の進展、学校統合や学校施設の耐震化の推進、学校の空調設備

の整備など、本町教育行政向上発展のために、多大な御尽力をいただいたところであります。

ここに、御在任中の御労苦に対しまして心から感謝をいたしますとともに、その御功績に対し

深く敬意を表し、あわせて今後益々の御健勝と御活躍を、心より御祈念申し上げる次第でありま

す。

さて、後任の教育委員の任命を要するものでありますが、私といたしましては、教育者として

人格、見識が高く、かつ豊富な経験を有しておられることなどを考慮して、國行敬子氏が最適任

と考え、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によりまして、議会にお

諮りする次第でございます。

教育委員会におきましては、児童・生徒の学力の向上や体位・体力の向上、小・中学校規模の

適正化、社会教育の推進など多くの課題の解決のため、國行氏の教育委員としての手腕に大きく

期待をしているところであります。

なお、國行氏の経歴につきましては、添付の関係資料のとおりであります。

議員各位におかれましては、國行敬子氏の教育委員任命について、御同意を賜りますよう何と

ぞよろしくお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりました。

お諮りします。本件は人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。

これから起立による採決を行います。日程第９、同意第１号、國行敬子氏を周防大島町教育委

員会委員に任命することにつき同意を求めることについて、これに同意することに賛成の議員の

起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、國行敬子氏を周防大島町教育委員会委員

に任命することに同意することに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第１０．認定第１号
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日程第１１．認定第２号

日程第１２．認定第３号

日程第１３．認定第４号

日程第１４．認定第５号

日程第１５．認定第６号

日程第１６．認定第７号

日程第１７．認定第８号

日程第１８．認定第９号

日程第１９．認定第１０号

日程第２０．認定第１１号

○議長（荒川 政義君） 日程第１０、認定第１号平成２９年度周防大島町一般会計歳入歳出決算

の認定についてから、日程第２０、認定第１１号平成２９年度周防大島町病院事業局企業会計事

業決算の認定についてまでの１１議案を一括上程し、これを議題とします。

補足説明を求めます。大下会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（大下 崇生君） 平成２９年度周防大島町各会計歳入歳出決算の認定に

ついて、認定第１号平成２９年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第

９号平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの補足説明を申

し上げます。

この認定は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、各会計の決算につきまして、議会

の認定をお願いするものでございます。

それでは、認定第１号平成２９年度周防大島町一般会計歳入歳出決算につきまして補足説明を

申し上げます。

決算書の２ページをお願いいたします。

歳入の合計額を申し上げますと、予算現額１４８億５,８３５万３,０００円、調定額１５０億

１,３５０万３,３１２円に対しまして、収入済額は１４５億４,２８９万３３７円で、調定額に

対する収入率は９６.８７％となっております。

不納欠損額６６４万６,６７０円につきまして、１ページの１款町税１項町民税は２１４万

３,８４０円で、個人、滞納繰越８５人、２項固定資産税は４０６万３,０３０円で、現年１１人、

滞納繰越２４７人、３項軽自動車税は３６万９,８００円で、現年３人、滞納繰越７９人、

２ページの１２款使用料及び手数料１項使用料の３万９,３００円は住宅使用料で、滞納繰越

４人、１９款諸収入４項雑入の３万７００円は学校給食収入で、滞納繰越２人となっております。

収入未済額のうち、事業の繰越に伴う未収分を差し引いた残りの収入未済額の主なものにつき
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まして、１ページの１款町税１項町民税の３,２１２万９,７７７円は、個人、現年１４４人、滞

納繰越４４１人、法人、現年３社、滞納繰越８社、２項固定資産税の５,６７９万７,４３３円は、

現年３３１人、滞納繰越１,０６８人、３項軽自動車税の３５７万７,０００円は、現年１５１人、

滞納繰越３８２人、１１款分担金及び負担金２項負担金の３６５万２,０４０円は保育料で、現

年２人、滞納繰越２８人となっております。

２ページの１２款使用料及び手数料１項使用料の６,５７９万１８４円のうち、６,５５９万

４,２８４円は住宅使用料で、現年３８人、滞納繰越４３８人となっております。

１ページの１款町税１項町民税の収入済額５億５,４０６万８６７円には、還付が済んでいな

い額、以降、還付未済額といいますが、１８万３,１００円含まれておりますので、町民税の収

入未済額の実数としましては、３,２１２万９,７７７円に１８万３,１００円を加算した

３,２３１万２,８７７円となります。

同じく、１款町税２項固定資産税の収入済額６億７,９０４万５,９６６円についても、還付未

済額１万９００円が含まれていますので、収入未済額の実数としましては、５,６７９万

７,４３３円に１万９００円を加算した５,６８０万８,３３３円となります。

また、１款町税３項軽自動車税の収入未済額は、３５７万７,０００円となっております。

この還付未済額につきましては、４５ページの事項別明細書備考欄に記載しております。

４ページをお願いいたします。

歳出の予算現額１４８億５,８３５万３,０００円に対しまして、支出済額は１３９億

１,６２７万５７２円で、執行率は９３.６６％となっております。

翌年度繰越額の３億４,７９８万３,０００円につきましては、６月の定例議会において御報告

しております平成２９年度周防大島町繰越明許費の繰越額でございます。

歳入歳出差引残額は６億２,６６１万９,７６５円となっております。

不用額につきましては、５億９,４０９万９,４２８円となっており、平成２８年度決算と比較

して２.３５％の減となっております。

以上で一般会計の説明を終わります。

詳細につきましては、４５ページからの一般会計歳入歳出決算事項別明細書の御参照をお願い

いたします。

また、以後の各会計の事項別明細書につきましても、説明の都度あわせて御参照くださいます

よう、よろしくお願い申し上げます。

続きまして、認定第２号平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。

７ページをお願いいたします。
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歳入の予算現額３８億７,３７１万３,０００円、調定額３９億９,５６５万８１４円に対しま

して、収入済額は３８億５,３０９万４,６３９円で、調定額に対する収入率は９６.４３％とな

っております。

不納欠損額は、国民健康保険税の１,１８２万１,８００円で、滞納繰越４４４人、また、収入

未済額は国民健康保険税が１億３,０５７万２,４３４円で、現年２２０人、滞納繰越８０４人、

雑入の１６万１,９４１円は返納金で、現年６人、合計で１億３,０７３万４,３７５円となって

おります。

この収入未済額の国民健康保険税につきましては、事項別明細書２５７ページの備考欄に記載

しておりますように、還付未済額が７万１,３００円含まれていますので、収入未済額の実数と

しましては、１億３,０５７万２,４３４円に７万１,３００円を加算した１億３,０６４万

３,７３４円となります。

９ページをお願いいたします。

歳出の予算現額３８億７,３７１万３,０００円に対しまして、支出済額は３８億４０８万

６,６１１円で、執行率は９８.２０％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は６,９６２万６,３８９円、歳入歳出差引残額は４,９００万

８,０２８円の決算となっております。

なお、平成２９年度末の国保加入状況でございますが、加入世帯数は３,４６８世帯、被保険

者数は５,２７８人、世帯加入率は３７.２％、被保者加入率は３１.９０％、また、１人当たり

の医療費は５０万４１円となっております。

続きまして、認定第３号平成２９年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算に

つきまして補足説明を申し上げます。

１３ページをお願いいたします。

歳入の予算現額は４億３,８４６万５,０００円、調定額４億３,７０５万２,６５０円に対しま

して、収入済額は４億３,６２５万８,２０５円で、調定額に対する収入率は９９.８２％となっ

ております。

不納欠損額は、後期高齢者医療保険料の２７万１,４１７円で、滞納繰越７人となっておりま

す。

また、収入未済額は後期高齢者医療保険料で５２万３,０２８円、現年１７人、滞納繰越

１４人となっておりますが、収入未済額の実数としましては、事項別明細書２７５ページ備考欄

の還付未済額の５６万８,５４９円を加算した１０９万１,５７７円となっております。

１４ページをお願いいたします。

歳出の予算現額４億３,８４６万５,０００円に対しまして、支出済額は４億３,６０３万
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６,４９０円で、執行率は９９.４５％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は２４２万８,５１０円、歳入歳出差引残額は２２万

１,７１５円となっております。

平成２９年度末における後期高齢者医療保険の被保険者数は５,２７５人で、１人当たりの医

療費は９４万１,９２３円となっております。

続きまして、認定第４号平成２９年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明を申し上げます。

１７ページをお願いいたします。

保険事業勘定の歳入の予算現額３４億４,９２７万４,０００円、調定額３４億８,９５０万

１,１０１円に対しまして、収入済額は３４億８,２１８万４,４６１円で、収入率は９９.７９％

となっております。

不納欠損額の２３９万６,８２０円は介護保険料で、滞納繰越５１人、収入未済額の４９１万

９,８２０円も同じく介護保険料で、現年８１人、滞納繰越６８人となっておりますが、収入未

済額の実数としましては、事項別明細書２８１ページ備考欄の還付未済額５２万２,９４０円を

加算した５４４万２,７６０円となっております。

１８ページをお願いいたします。

歳出の予算現額３４億４,９２７万４,０００円に対しまして、支出済額は３２億９,０５９万

４６６円で、執行率は９５.４０％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は１億５,８６８万３,５３４円、歳入歳出差引残額は１億

９,１５９万３,９９５円となっております。

２１ページをお願いいたします。

介護サービス事業勘定でございますが、歳入の予算現額は１,０６４万円で、調定額、収入済

額はいずれも同額の１,０３８万７,８００円、収入率は１００％となっております。

２２ページをお願いいたします。

歳出の予算現額１,０６４万円に対しまして、支出済額は１,０３８万７,８００円で、執行率

は９７.６３％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は２５万２,２００円、歳入歳出差引残額はゼロ円の決算と

なっております。

なお、平成２９年度末の第１号被保険者数は８,７６７人で、認定者数は２,０９５人となって

おります。

続きまして、認定第５号平成２９年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明を申し上げます。
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２５ページをお願いいたします。

歳入の予算現額２億３,０２２万９,０００円、調定額２億２,６５４万４,９１２円に対しまし

て、収入済額は１億５,２０９万９２４円で、収入率は６７.１３％となっております。

不納欠損額はゼロ円で、県支出金、地方債を除いた収入未済額１３９万３,９８８円は、２款

使用料及び手数料１項使用料１目給水使用料で、現年６人、滞納繰越５３人となっております。

２６ページをお願いいたします。

歳出の予算現額２億３,０２２万９,０００円に対しまして、支出済額は１億５,１８３万

９２４円で、執行率は６５.９５％でございます。

翌年度繰越額は７,３３２万円で、不用額は５０７万８,０７６円、歳入歳出差引残額は２６万

円の決算となっております。

なお、給水人口は２３３人、普及率は９９.１５％となっております。

続きまして、認定第６号平成２９年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明を申し上げます。

２９ページをお願いいたします。

歳入の予算現額１２億７,４５３万７,０００円、調定額１２億４,４２０万１,５１１円に対し

まして、収入済額は１０億３,０８０万３,０７４円で、収入率は８２.８５％となっております。

不納欠損額は４０万１,９９０円で、分担金の７万４,４００円は滞納繰越５人、使用料の

３２万７,５９０円は滞納繰越１３人となっております。

国庫支出金、地方債を除いた収入未済額２８６万２,０８７円につきましては、１款分担金及

び負担金１項分担金では、受益者の分担金が２８万９,９００円で、現年１人、滞納繰越１１人、

２款使用料及び手数料１項使用料が２５７万２,１８７円で、現年３４人、滞納繰越８９人とな

っております。

３０ぺージをお願いいたします。

歳出の予算現額１２億７,４５３万７,０００円に対しまして、支出済額は１０億２,６４０万

７,０７４円で、執行率は８０.５３％となっております。

翌年度繰越額は２億１,４５３万円で、不用額は３,３５９万９,９２６円、歳入歳出差引残額

は４３９万６,０００円の決算となっております。

なお、平成２９年度末の町全体の下水道普及率は３７.３０％で、汚水処理人口普及率は

６２.１０％となっております。

○議長（荒川 政義君） 大下会計管理者、休憩するけ。暫時休憩します。

午前10時31分休憩

………………………………………………………………………………
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午前10時42分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

大下会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（大下 崇生君） 続きまして、認定第７号平成２９年度周防大島町農業

集落排水事業特別会計歳入歳出決算につきまして補足説明を申し上げます。

３３ページをお願いいたします。

歳入の予算現額３億５,２７６万５,０００円、調定額３億５,０３３万６,８８９円に対しまし

て、収入済額は３億３,２７８万１,７５２円で、収入率は９４.９９％となっております。

不納欠損額は使用料の５万４,０１０円で、滞納繰越４人となっております。

県支出金、地方債を除いた収入未済額１００万１,１２７円の内訳につきましては、１款分担

金及び負担金１項分担金では、受益者の分担金が１０万円で、現年１人、２款使用料及び手数料

１項使用料の農業集落排水使用料が９０万１,１２７円で、現年１４人、滞納繰越４１人となっ

ております。

３４ページをお願いいたします。

歳出の予算現額３億５,２７６万５,０００円に対しまして、支出済額は３億３,２１４万

８,７５２円で、執行率は９４.１６％となっております。

翌年度繰越額は１,７１３万３,０００円で、不用額は３４８万３,２４８円、歳入歳出差引残

額は６３万３,０００円の決算となっております。

続きまして、認定第８号平成２９年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。

３７ページをお願いいたします。

歳入の予算現額３,９７９万２,０００円、調定額３,９２７万１,７９４円に対しまして、収入

済額は３,４５２万８,４８３円で、収入率は８７.９２％となっております。

不納欠損額は使用料の３万８,５６２円で、滞納繰越３人、町債を除いた収入未済額は、１款

使用料及び手数料１項使用料の７０万４,７４９円で、現年７人、滞納繰越１８人となっており

ます。

３８ページをお願いいたします。

歳出の予算現額３,９７９万２,０００円に対しまして、支出済額は３,４４４万２,４８３円で、

執行率は８６.５６％となっております。

翌年度繰越額は４０８万６,０００円で、不用額は１２６万３,５１７円、歳入歳出差引残額は

８万６,０００円の決算となっております。

続きまして、認定第９号平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算につきまして
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補足説明を申し上げます。

４１ページをお願いいたします。

歳入の予算現額９,６９７万３,０００円に対しまして、調定額、収入済額は、いずれも同額の

９,１５９万６,８７７円で、収入率は１００％、不納欠損額、収入未済額ともにゼロ円となって

おります。

４２ページをお願いいたします。

歳出の予算現額９,６９７万３,０００円に対しまして、支出済額は９,１５９万６,８７７円で、

執行率は９４.４６％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は５３７万６,１２３円、歳入歳出差引残額はゼロ円の決算

となっております。

続きまして、実質収支に関する調書の御説明を申し上げます。単位は、千円で記入しておりま

す。

３３９ページをお願いいたします。

一般会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１４５億４,２８９万円、歳出総額１３９億１,６２７万１,０００円、歳入歳出差引

額は６億２,６６２万円となり、そのうち翌年度に繰り越すべき財源５,３６９万４,０００円を

差し引いた実質収支額は、５億７,２９２万６,０００円で決算をいたしております。

３４０ページは、国民健康保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額３８億５,３０９万５,０００円、歳出総額３８億４０８万７,０００円で、歳入歳出

差引額並びに実質収支額は、同額の４,９００万８,０００円となっております。

３４１ページは、後期高齢者医療事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額４億３,６２５万８,０００円、歳出総額４億３,６０３万６,０００円、歳入歳出差引

額は２２万２,０００円で、実質収支額も同額となっております。

３４２、３４３ページは、介護保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

３４２ページの保険事業勘定でございますが、歳入総額３４億８,２１８万４,０００円、歳出

総額３２億９,０５９万円、歳入歳出差引額は１億９,１５９万４,０００円で、実質収支額も同

額となっております。

また、３４３ページの介護サービス事業勘定でございますが、歳入総額、歳出総額は同額の

１,０３８万８,０００円で、歳入歳出差引額並びに実質収支額はいずれもゼロ円となっておりま

す。

３４４ページは、簡易水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１億５,２０９万１,０００円、歳出総額１億５,１８３万１,０００円、歳入歳出差引
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額並びに繰越明許費繰越額はいずれも２６万円で、実質収支額はゼロ円となっております。

３４５ページは、下水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１０億３,０８０万３,０００円、歳出総額１０億２,６４０万７,０００円で、歳入歳

出差引額並びに繰越明許費繰越額はいずれも４３９万６,０００円で、実質収支額はゼロ円とな

っております。

３４６ページは、農業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額３億３,２７８万２,０００円、歳出総額３億３,２１４万９,０００円で、歳入歳出差

引額並びに繰越明許費繰越額はいずれも６３万３,０００円で、実質収支額はゼロ円となってお

ります。

３４７ページは、漁業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額３,４５２万８,０００円、歳出総額３,４４４万２,０００円で、歳入歳出差引額並び

に繰越明許費繰越額はいずれも８万６,０００円で、実質収支額はゼロ円となっております。

３４８ページは、渡船事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額、歳出総額は、同額の９,１５９万７,０００円で、歳入歳出差引額、実質収支額はい

ずれもゼロ円となっております。

続きまして、財産に関する調書の御説明を申し上げます。

この調書につきましては、今年度、移動があった主な部分について御説明いたします。

３４９ページをお願いいたします。

１公有財産の（１）土地及び建物のうち、土地につきましては、その他の行政機関、消防施設

では、防火水槽用地、防災公園用地及び旧幹部交番用地の交換、耐震性貯水槽用地の取得、旧幹

部交番用地の売却、公営住宅等では小松開作地区の若者定住住宅用地の取得、その他の施設では

旧田布施農高大島分校跡地の普通財産への区分修正、普通財産では、旧和佐保育所、旧土地開発

公社の土地の売却、旧田布施農高大島分校跡地の追加計上漏れ及び行政財産からの区分修正等に

より、合計で１万４,１０４.０４平方メートルの増となっております。

建物につきましては、木造の普通財産では、旧和佐保育所の売却等により、合計で２１.３平

方メートルの減となっております。

非木造の本庁舎では、東和庁舎の新築、普通財産では、椋野・三蒲地区教職員住宅３棟の構造

誤りによる修正等により、合計で４４７.７１平方メートルの増となっております。

木造・非木造を合わせた延べ面積では４２６.４１平方メートルの増となっております。

３５０ページをお願いいたします。

（２）山林から（５）の有価証券につきましては、移動はございません。

３５１ページをお願いいたします。
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（６）出資による権利でございますが、柳井地域広域水道企業団へ５９２万５,０００円出資

いたしまして、年度末現在高は５０億２,０４２万４,０００円となっております。

３５２ページの山口県東部森林組合出資金の１万５,０００円の増は、配当金となっておりま

す。

３５３ページをお願いいたします。

２の物品につきましては、軽自動車が５台減、トラックが１台増、消防車が１台減、リフト付

マイクロバスが１台減、リフト車が１台減、バキューム車が１台増、３５４ページ、公営企業会

計システムが１台減、自動読取機が１台増、３５７ページ、給水タンクが１台減となっておりま

す。

３５８ページをお願いいたします。

３の基金でございますが、（１）財政調整基金は２億７,６２９万９,０００円の増で、年度末

現在高は５８億８,４６１万３,０００円となっております。

（２）の減債基金は、取り崩し等により１億３,５０４万６,０００円の減で、年度末現在高は

４億６,８５６万２,０００円となっております。

（３）の県収入証紙購入基金は変更ございません。

（４）の奨学資金貸付基金の１,０００円の増は利息で、年度末現在高は１,０００万

３,０００円となっております。

（５）の福祉振興基金の５万４,０００円の増は利息で、年度末現在高は２億８,１１１万円と

なっております。

３５９ページ、（６）の国民健康保険基金は、利息と積み立て等により、１億５,０９０万円

の増となっており、年度末現在高は２億１７２万３,０００円となっております。

（７）の介護給付費準備基金は、２２３万２,０００円の取り崩し等により、年度末現在高は

８,２１３万１,０００円となっております。

（８）のまち・ひと・しごと創生基金は、１億４６４万１,０００円の取り崩し等により、年

度末現在高は２億７,２７３万３,０００円となっております。

（９）の土地開発基金につきましては、土地の面積は７,５３６.８２平方メートルで、年度末

現在高は１億６,９１４万８,０００円となります。また、現金は２万円の増で、土地と合わせた

年度末現在高は２億７,０８２万円となっております。

３６０ページ、（１０）の中山間ふるさと水と土保全対策基金につきましては増減なく、年度

末現在高は３,１１３万１,０００円となっております。

（１１）の周防大島高等学校通学支援費給付基金につきましては、４０５万７,０００円の取

り崩し等により、年度末現在高は３,３４１万９,０００円となっております。



- 28 -

（１２）のちびっ子医療費助成事業基金は、１,９２６万３,０００円の取り崩し等により、年

度末現在高は４,８７６万７,０００円となっております。

（１３）の観光振興事業助成基金は、利息並びに積み立て等により２,０２５万６,０００円の

増で、年度末現在高は５,５８９万９,０００円となっております。

（１４）の福祉医療費一部負担金助成事業基金は、１,１５１万４,０００円の取り崩し等によ

り、年度末現在高は３,５５８万９,０００円となっております。

３６１ページ、（１５）のふるさと応援基金は、利息並びに積み立て等により８３０万

８,０００円の増で、年度末現在高は３,２５５万６,０００円となっております。

（１６）のＣＡＴＶ加入促進事業基金は、１４３万３,０００円の取り崩し等を行い、年度末

現在高は２,４９８万円となっております。

（１７）の外国語活動推進事業基金につきましては、利息並びに積み立て等により１,１３３万

１,０００円の増で、年度末現在高は３,１６７万９,０００円となっております。

（１８）の医療確保対策事業基金につきましては、新たに基金を積み立て、年度末現在高は

２,４００万円となっております。

以上で、認定第１号平成２９年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定

第９号平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの補足説明を

終わります。

なお、決算付属書類、監査委員の審査意見書及び主要な施策の成果を説明する書類を添付いた

しておりますので、御審議の上、認定を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 続いて補足説明を求めます。佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） 認定第１０号平成２９年度周防大島町水道事業企業会計事業決

算の認定につきまして補足説明いたします。

お手元の平成２９年度周防大島町水道事業企業会計事業決算書類の２ページ、水道事業決算報

告書をお願いいたします。

まず、収益的収入及び支出の決算額ですが、収入合計９億８３６万３,３２９円に対しまして、

支出合計９億１,２９５万９,６９１円となりました。

次に、資本的収入及び支出の決算額ですが、収入合計４,５９１万３,４８４円に対しまして、

支出合計２億３１４万８,２０３円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億５,７２３万４,７１９円は、消費

税及び地方消費税資本的収支調整額１７６万９,３６２円、引継金４,８３５万６,１９２円及び

当年度分損益勘定留保資金１億７１０万９,１６５円で補填いたしております。

次に、財務諸表について御説明申し上げます。
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まず、５ページの損益計算書について御説明申し上げます。

これは、平成２９年度の経営成績をあらわすものでございますが、営業収支では３億５,０４０万

２,７４４円の損失となり、営業外収支では４億２,３１２万８,２８３円の利益となり、特別損

失７,９６７万４０円を合わせた当年度純損失は６９４万４,５０１円となりました。

次に、７ページの剰余金計算書について御説明申し上げます。水道事業初年度のため、前年度

末の利益剰余金はありませんので、当年度欠損金６９４万４,５０１円を計上し、利益剰余金の

年度末残高はマイナス６９４万４,５０１円となりました。

次に、９ページの欠損金処理計算書ですが、欠損金の処分はございません。

次に、１１ページの貸借対照表について御説明申し上げます。

これは、平成３０年３月３１日時点の財政状況をあらわしております。

１１ページ、最下段の資産合計は４６億７,６８６万７,４１５円で、１２ページの負債合計は

３２億５,０１６万４,０８９円、１３ページの資本合計は１４億２,６７０万３,３２６円であり

ます。

以上、概略を御説明申し上げましたが、１４ページ以降に事業報告書、決算に関する説明書に

おける注記、キャッシュ・フロー計算書、収益・費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書

を添付しております。

平成２９年度は水道事業の初年度でございまして、移行前の未収金に係る貸倒引当金を計上し

たことにより、当年度純損失が６９４万４,５０１円となりました。引き続き、未収金の抑制と

効率的な事業運営による経営改善を行うとともに、安定的な給水に努めてまいりたいと考えてお

ります。

以上で、認定第１０号平成２９年度周防大島町水道事業企業会計事業決算の認定について補足

説明を終わります。

なお、本決算書は監査委員の審査に付して、その意見書を別冊として添付しておりますので、

何とぞ慎重なる御審議の上、御認定を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 続いて補足説明を求めます。石原病院事業管理者。

○病院事業管理者（石原 得博君） 認定第１１号平成２９年度周防大島町病院事業局企業会計事

業決算の認定について補足説明を申し上げます。

お手元の平成２９年度周防大島町病院事業局企業会計事業決算書類、１ページの決算報告書を

お開きください。

まず、収益的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計４７億７,３６７万１,６６５円に

対しまして、２ページの支出合計は５４億９,８２４万２,８２４円の決算となりました。

次に、３ページの資本的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計１０億５,１９０万円
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に対しまして、４ページの支出合計は１０億５,３８１万２,２９９円の決算となりました。

次に、財務諸表につきまして御説明申し上げます。

まず、７ページの損益計算書について御説明申し上げます。

これは、平成２９年度の経営状況をあらわすものでございますが、医業収支では１８億

８９５万１,４９９円の医業損失となり、医業外収支では１０億５,６２１万５,６４５円の医業

外利益となり、特別利益１４８万９,２００円、特別損失５,１４９万１,０００円を合わせた当

年度純利益は８億２７３万７,６５４円の赤字となりました。

なお、現金支出を伴わない費用であります減価償却費５億３,０８３万２,５５４円、資産減耗

費１,３０１万４,５２６円を合わせた５億４,３８４万７,０８０円を除きますと、２億

５,８８９万５７４円の赤字となります。

次に、９ページの剰余金計算書でありますが、未処分利益剰余金につきましては、２９年度欠

損金８億２７３万７,６５４円を計上し、利益剰余金の年度末残高がマイナス１５億９,４６１万

３,２４２円となりました。

次に、１１ページの欠損金処理計算書につきましては、処分はありません。

次に、１３ページの貸借対照表について御説明申し上げます。

これは、平成３０年３月３１日時点の財政状況をあらわしており、１４ページの資産合計は

１６３億５,５９５万５,０８１円、１５ページの負債合計は１２２億７,６９３万４９３円、

１６ページの資本合計は４０億７,９０２万４,５８８円でございます。

以上、概略を御説明申し上げましたが、付属資料といたしまして、１８ページ以降に事業報告

書、キャッシュ・フロー計算書、収益・費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、注記を添

付しております。

平成２９年度決算は平成２８年度に比べ、収益は入院・外来収益の増加、岩国基地再編交付金

等による他会計繰入金の増加がありましたが、基金の運用益が２８年度に比べて大きく減少し、

４,４２４万２,４７４円の減収となりました。費用は手術件数の増加による材料費の増加、医師

等人員増の影響による給与費の増加により１億３２４万４,９３６円の増加となり、収支は８億

２７３万７,６５４円の赤字と、昨年より１億４,７４８万７,４１０円悪化しました。

特に介護老人保健施設２施設につきましては交付税措置がないため、入所稼働率が８０％台後

半から９０％台を推移している状況ですが、平成１６年度以降、厳しい経営状況が続いておりま

す。

一方で、平成２６年度から外部コンサルタントを導入し、収入面での単価増収の成果があらわ

れてきており、手術件数の増加、地域包括ケア病床への一部病床の転換もあり、医業収益が増加

してきております。今後も引き続き経営改善に全力を挙げ、地域住民に安全安心な医療、介護、
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福祉を提供するために、親しまれ、愛され、信頼される組織になるよう、職員一丸となって努め

てまいりたいと思います。

以上で、認定第１１号平成２９年度周防大島町病院事業局事業決算の認定についての補足説明

を終わります。

なお、本決算書は監査委員の審査に付して、その意見書を別冊に添付しておりますので、御審

議の上、御認定を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

なお、議員各位にお願いでございますが、認定案件については、先ほど所管委員会への付託審

査をお諮りし、委員会にて詳細なる審議を願う予定としておりますので、ここでは総括的、大綱

的な質疑を行っていただきたいと思っております。

認定第１号平成２９年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について質疑に入ります。

一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入と歳出を分けて質疑を行います。

まず、歳入について質疑を行います。なお、財産に関する質疑もここでお願いをいたします。

質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） この成果説明書の中から質疑をお願いしたいと思います。

まず、税のところですが、６９ページの督促状の件数です。この督促状の件数を見ると、その

実数の多さから見ると、固定資産税と国保税の滞納者に対する督促が多くなっています。この割

合はどうかわかりませんけれども、この国保税と固定資産税の滞納者に対する督促が、実数が多

いという、この２つの税の、町民の方の負担感が高いというふうに見ておられるのかどうかお伺

いをいたします。

それから、７２ページの入札件数ですが、２９年度、１４５件の入札があったということです

が、一般競争入札は何件ぐらいあるのか、まずそこを伺います。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 私のほうからは入札の件について御答弁申し上げます。

一般競争入札につきましては、本町は実績件数はゼロでございます。

○議長（荒川 政義君） 藤本税務課長。

○税務課長（藤本 倫夫君） ただいまの固定資産税、国民健康保険税に係る督促状の発送件数が

増えたということで、負担感が増したのではないかという御質問でございますが、固定資産税に

つきましては、償却資産に係る固定資産税は、確かに太陽光発電装置の設置などによりまして税

額が増加しております。ただ、家屋等につきましては、前年に引き続き据え置きでございますし、

土地に関しましても、時点修正等が入っておりますので、どちらかといえば税額とか評価額は下
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落の方向にございますので、負担感というのは個々の感覚もございますので一概には申し上げら

れませんが、税額としては減っておるので、それほど固定資産税につきましては負担感が増した

というふうにとらえてはおりません。

国民健康保険税につきましてですが、こちらは平成２７年に税率改正がございました。限度額

の上限も２６年、２７年、２８年と引き上げがあったわけなんですが、それに合わせまして

２６年から──ちょっと今年度の話もして申しわけないんですけど──２６年からずっと５年間

連続で、２割、５割の軽減措置も拡充しております。なので、一部の方というか、軽減に該当さ

れる方につきましては、負担はそれほど……。もちろん２７年度の税率改正で、そのときは負担

が上がったかと思われる方もいらっしゃるとは思うんですが、今回の督促状が増えたから、すな

わち負担感が増したかと言われると、直接の関係があるかどうかというのはちょっと言いにくい

部分があるかと思います。

ただ、国保全体、被保険者全体で見ますと、国保の総所得金額が１億円以上減っております。

当然そうなりますと、被保険者で割りますと、個人の所得も減ってきておる中で、軽減がかかる

ので、軽減のかからない一部の方につきましては、負担感が増したという感覚があるかもしれま

せん。実際、１世帯当たりの保険税は、２８年から２９年度になりますと約１,０００円ずつ上

がっております。被保険者にしましても、１人当たり１,５００円ぐらい上がっておりますので、

軽減のかかっていない方につきましては若干の負担増という──感覚的な表現で申しわけないん

ですけど──そういう部分があるんではないかと認識しております。

以上です。

○議長（荒川 政義君） いいですか。ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 次に、歳出について質疑はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 私も成果報告書のほうでちょっと質問をさせていただきますが、

まず、２５ページの５番、地域情報通信基盤整備推進事業というのがございますが、これのＣＡ

ＴＶ加入率が２７.３％というのがあるんですが、これについて実際の見られる視聴率がどれぐ

らいあるのか、アンケート等がしてあるのか、その辺を御説明ください。それと、災害時の放送

がどのようになっているのか、協定等を締結してあるのか、その辺、御答弁をお願いいたします。

それから、２６ページ、次のページに定住対策というのがございまして、定住を促進するため

ファイナンシャルプランナーを置きというふうになっているんですが、これには定住を促進する

ためにＦＰを置くという理由について御説明をください。それから、その下に移住者数のデータ

が出ておりますが、これが現在ですね、合計でいいんですが、現在も町内に居住されている方が

どれぐらいあるか、パーセンテージでも結構ですので御答弁ください。
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それから、２９ページに企業誘致対策事業というのがありまして、２社ほど補助金を交付して

おりますが、これが現在どのような営業状況にあって、地元雇用者数がたしか、目標として掲げ

られていたと思いますんで、その辺がどういうふうな状況なのか御説明ください。

それから、３５ページに岩国基地再編交付金事業、先ほどの説明で、この表の小中学校空調設

置事業というのがありますが、来年度で全部完了するという御説明がありましたが、ことしの夏

も非常に暑かったんで、猛暑で、できるだけ早く整備をする必要があるんではないかと思いまし

て、この下のほうに基金積み立てというのがありますが、そういうものの前に、こういう緊急的

にやるべき事業に集中投資するということが必要なんじゃないかなというふうに思いますので、

その辺の今後の基金の使い方というんですか、組み方について方針を御答弁ください。

それと、４８ページに法制ソフト支援業務というのがありますが、これの一番下のほうに、審

査基準、処分基準、標準処理期間等を見直したというふうにあるんですが、これはどのような見

直しをされたのか、簡単で結構ですので御説明ください。

それから、１ページ戻りますが、４７ページに平成２９年度の退職者数、普通退職が１１人と

いうのがありますが、これが退職されて、町内で転職された方が何人いらっしゃるか、その辺を

御説明ください。

それともう一点、最後になりますが、７５ページに随意契約調書というのがあって、１号は結

構なんですが、２号と５号、これがかなり数が多いんで、この２号と５号、どのような事例でこ

れを適用されたのかについて、一、二例、例を挙げて、こういう工事に使ったんですよとか、そ

ういう説明をいただければと思います。

以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） まず、地域情報通信基盤整備事業のＣＡＴＶの視聴率の追跡という

ことでございますけれども、実は、今のＣＡＴＶの機能には、視聴率調査をできる機能を持って

おりませんので、正直、調査はしておりません。もちろんアンケートも行っておりません。

それと、災害時の放送協定についてでございますけれども、実は７月の豪雨以降でございます

けれども、７月３１日付でＣＡＴＶと協定を締結させていただいております。そして、１１チャ

ンネル、大島チャンネルでございますけども、通常番組を中止して、パワーポイントによる災害

情報の提供に切り替えること。また、町からの要請によりましてアイ・キャンのコミュニティチ

ャンネル、これは岩国で１２チャンネルでございますけれども、ここにテロップ放送を流すこと

ができる内容ということについて、今回協定を結ばさせていただきました。

次に、定住対策の定住促進協議会にファイナンシャルプランナーを置く理由ということでござ

いますが、ファイナンシャルプランナーの資格を持つ者を移住相談に置くという自治体は余りな
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く、まれだと思っております。そういったところでは差別化が図れているんではないかというふ

うに考えております。また一方で、移住者の生活設計において、田舎への憧れだけでなくて、移

住を考えることが難しいということを厳しく指摘するにあたっても、こういったファイナンシャ

ルプランナーの家計に対する考え方といいますか、そこら辺の指導というものが、ある程度効果

が出せるんではないかというふうに思っておるところでございます。

それと、定住促進協議会の移住定着の状況ということでございますけれども、６７世帯

１７４人が相談等に来られまして、そのうち２世帯の４人が転出しておりますけれども、６５世

帯１７０人が定着しておるというふうに拾っております。

それと、企業誘致対策事業の経営の状況ということでございます。これは２社、株式会社ビジ

コムと株式会社モノサスという２事業者が、今回、企業誘致として入っておるわけでございます

が、まずビジコムにつきましては、その業務内容は、パソコンＰＯＳシステムの開発販売を行っ

ておりまして、大島サテライトオフィスではＰＯＳシステムの周辺機器、バーコードリーダー関

連機器、店舗の消耗品などの発送機能を担っておるというふうにお聞きしております。地元の雇

用者につきましては、雇用者数１３名がおられるわけでございますけれども、地元雇用者は９人

で、町内に在住しておられるというふうにお聞きしております。

また、株式会社モノサスにつきましては、ウエブサイトの運用事業、コーディング、アウト

ソーシング業務、山口県内のホームページ作成業務などを行っておる事業者でございますけれど

も、現在、地元雇用につきましては、副社長１名が勤務しておる状態で、ほかには東京から社員

の方が５名程度、１週間ぐらいとお聞きしておりますが、作業に来ておられるというところで、

まだ定着には動いていないというところでございます。今後においては、そうした技術を教える

者が従業員としてこちらに定着すれば、また地元雇用も出てくるんではないかというふうにお聞

きをしております。

次に、岩国基地再編交付金事業でございますが、基金に積み立てるよりも小中学校の空調整備

等にということでございます。行政報告でもございましたけれども、当然、空調整備につきまし

ては計画的に実施しておりますし、最終的には全施設に整備をするという予定でございます。た

だ、基金につきましても、これまでやってきております医療費無料化に向けての基金とかでござ

いますので、これもやっぱり大事な生活支援であろうというふうに思っておりますので、これも

引き続きやっていかなきゃならんということで、今の計画どおりで進めていきたいというふうに

思っているところでございます。

次に、法制ソフト支援事業で審査基準とか処分基準、標準処理期間等の見直しの内容等につい

てでございますけれども、今回のぶんにつきましては、法律、条例等に基づく行政手続制度の対

象になる処分につきまして、それぞれの処分の審査基準、処分基準に関する条項等、もともとあ
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るわけでございますけども、そこの内容の検証ということをちょっとさせていただきました。そ

れで、標準処理期間を確認、再考いたしまして、各処分ごとの個表の充実というところを、この

たびデータ化をさせていただいたというところでございます。

それと、普通退職者のその後というところで、町内での転職者というところでございますが、

これは普通退職者の退職後の行動というのは、なかなかつかみづらいとこでございますが、私ど

もが手続上つかんでいる範囲内で申し上げますと、転職をされた方が４名おられまして、町内に

その職を設けた人はお一人というところを把握しておるところでございます。

それと、随意契約の２号、５号でございます。これにつきましては、事例をちょっと挙げさせ

ていただきますと、２号の契約の性質または目的が競争入札に適さないというものはどういうも

のかというのが、例えば町有施設の浄化槽の維持管理業務であったり、浄化センターの計装設備

の電気保守点検業務とか学校の警備業務とか、例えば健康増進課が行うような健診業務とかいう

ものが、この２号に属するものでございます。

また、５号につきまして、緊急の必要により競争入札に付することができないということにつ

いては、道路なんかの単独事業で、道路が崩れた場合などに、通行に支障があるために早急に復

旧工事をしなきゃならない場合とか、水道送水管の漏水工事なんかがこれに該当しておるかと思

います。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） ありがとうございました。ちょっと再質問で、２点だけ。

最初のＣＡＴＶのところなんですけど、視聴率調査等、アンケート等もされていないというこ

となんですが、やっぱり交付金を出してこのケーブルテレビ、運用しているわけですから、でき

るだけ多くの人に──今の加入率も余り高いとは言えないと思いますんで、できるだけ皆さんに

見ていただけるような放送にしなきゃいけないと思いますんで、追跡調査というんですか、その

辺も必要だと思いますんで、システム的に難しければアンケートとかもできると思いますんで、

何らかのそういう視聴率向上のための取り組みをするべきじゃないかなというふうに思いますが、

その辺について御答弁をお願いいたします。

それと、法制ソフトの支援業務のとこなんですが、内容の検証で公表の充実をしたということ

なんですが、これは、公表は法定義務なんでやられていると思いますが、その公表してあること

をどういうふうに町民の皆さんにお知らせしているのか、その辺を御答弁ください。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） ＣＡＴＶの視聴状況の調査ということでございますが、今の設備で

の機能はちょっと持っていないんですけども、これがまた開発が進められて４Ｋ放送なんかにな
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ってきたときには、そういう機能を保有する施設というのもあるようでございます。ですから、

そこもちょっと検討してみなきゃいけないんじゃないかとは思っておりますが、いかんせん視聴

者を増やすというところでおきますと、やっぱり番組の充実というのもあろうかと思いますんで、

そういう意味では議員さんが言われるとおり、アンケート調査なり、そういうところも考えてい

かなきゃいけないかなというふうには思います。

もう一件は総務課長のほうから。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 今、ケーブルテレビのことがございました。加入率が非常に低いではな

いかということでございまして、ぜひとも議員の皆さん方も全員御加入いただきたいということ

と、もう一つは、議員の皆さん方からお知り合いの方々に、ぜひとも加入していただくというこ

とをよろしくお願いしたいんです。それが、町も相当、町独自のチャンネルもつくりながら町の

情報を発信しておるわけですが、こればっかしは勝手に耳に入るわけじゃなくて、きちんとケー

ブルテレビと契約いただかないとテレビが映らないということでございます。

もう一つは、テレビを直接ケーブルで見るということもあります。ケーブルというのは通常の、

ＮＨＫも含めてテレビ局のテレビを見ることができます。それが、実は周防大島町の場合、北側

に面している地域については非常に多チャンネルで映るんだ、ですからケーブルテレビに加入し

なくても、そのテレビ部分については映るんだということで加入が低いという話も聞いておりま

す。特に島の南側のほうの住民の方々にとってはフジテレビ系が映らないということで、ケーブ

ルテレビに入ればフジテレビ系も入るので多チャンネルにもなるということもありますので、ぜ

ひとも議員の皆さん方からも、まずケーブルテレビに加入するということをＰＲをいただきたい

と思います。

そしてもう一つは、先ほど言いましたように、町も町独自のケーブルテレビチャンネルをつく

っておって流しておるわけです。せっかくそういう町独自の取材もし、そしてそれをテレビにの

せているわけですから、それも加入していただかなければ見ていただけないということもありま

すので、ぜひとも議員皆さんがＰＲの大使になっていただいて、加入促進をお願いしたいと思い

ます。

○議長（荒川 政義君） 岡本総務課長。

○総務課長（岡本 義雄君） 田中議員さんの御質問にお答えいたします。

法律、条例等に基づきます行政上の手続きについて、その対象となる処分につきまして、今般、

電子データによる個表を整えたものでございます。この個表によって手続きがスムーズに進めら

れるよう、その根拠条文等、標準処理期間等を見直しを行ったところでございます。これにつき

ましては、各窓口等に備え置いてスムーズに対応ができるように対処してまいりたいと思ってお
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ります。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 今の審査基準のとこなんですが、データ化して窓口で公表すると

いう、だからデータ化すればホームページ等で公表したほうがいいんじゃないかなと思いますが、

とりあえず窓口で公表するとしても、その窓口で公表してありますよということを周知しないと

一般の方にはわからないんで、その辺も、この審査基準、標準処理期間は各窓口でいつでも見ら

れますよということを、何らかの方法で周知しないといけないんじゃないんですかということ、

さっきの質問だったんですが、もう一度御答弁お願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 岡本総務課長。

○総務課長（岡本 義雄君） 田中議員さんの御質問にお答えします。

広報等により、備え置いたことを周知してまいりたいと思います。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 成果説明書の畜産振興事業、１７７ページの、この中に酪農振興

事業に対する補助制度があるというふうになっていますが、町内に酪農家は、肉用牛あるいは乳

用牛、それぞれ酪農家の件数はどれぐらいあるのか伺います。

それから、１７９ページのイノシシの捕獲数ですが、平成２９年度が１,８３９頭というふう

になっています。これを２８年度に比べると４０４頭も少なくなっていますが、その原因はどう

いうふうにお考えなのか伺います。

１８０ページの、山口大学にイノシシ防除のための基礎研究報告書の提出があったというふう

にありますが、その報告書の内容について、どういうふうな内容になっているのか、または、そ

の研究の成果が今年度のイノシシの防除のための予算にどのように生かされているのか、生かさ

れているものがあるのかどうか伺います。

それから、２２５ページのカキ養殖パイプの流出対策について取り組みが示されています。こ

れは本当に昔からといいますか、私がまだ、子供が子供会に入って、その親として海岸清掃を毎

年夏にしていたわけですが、もう本当に毎年のようにカキのパイプがたくさん、ごみとして海岸

に打ち上げられているという、だいぶん前から実態としてあったと思うんですが、これは広島県

西部漁業振興対策協議会に対していろいろ働きかけているということも示されて、排出抑制など

は求めているとしています。これ、現状が今どういうふうになっているのか、流れ着いたパイプ

が一定程度は除去されているように書いてありますが、また、この７日には、西部振興対策協議

会からたくさん来られて海岸を清掃するというふうな報道もありますが、本町として、今の実態

をどういうふうに捉えているのか、現状の取り組みなどを、あるいは見通しなど教えていただき

たいと思います。
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○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） それでは、砂田議員さんの御質問にお答えいたします。

まず、１７７ページの酪農家の件数ということですが、本町におきましては、まず乳牛の生産

者というのが２件、肉牛につきましては４件ございます。だから計６件が酪農家でございます。

次に、１７９ページのイノシシの捕獲頭数が減ったのは、何か大きな原因があるのではないか

ということなんですが、絶対数が減ったというわけではなくて、平成２８年度におきましては

７２名の捕獲者があり、２,２４３頭を駆除しています。２９年度におきましては７６名の捕獲

者数で１,８３９頭、捕獲者数は増えておりますが４０４頭減っております。この主な原因とし

ては、たくさん捕っていた方がある程度高齢になって、病気あるいは仕事の都合でちょっと捕獲

できなかったというのが主な原因と考えております。

次に、山大との包括連携の話なんですが、平成２８年度から包括連携協定を結んでいろんな調

査をしております。その中で、結果、通常ミミズを捕るんじゃないかとか、蛇を食べよるんじゃ

ないかとかいろいろありますが、調査内容につきましては、主に根菜類、草の根とかいうのが主

に胃の中から出ております。

今後の対策としましては、やっぱり餌を減らす、食べ物がないということは、どうしても子孫

を残す数が減ってきますので、餌を減らすというのがメインとなろうかと思います。その中で結

局は、農家等の耕作者の作る物、耕作物の商品価値のない物を、ただ畑にほたってっていうんで

すか、畑に捨てて処分するのではなくて、それもある程度管理してでないと全体的な餌のあれは

減らないじゃないかということなんです。あるいはタケノコ等も結構食べているということで、

竹を減らすというのも１つの対策ではないかと思いますが、これにおきましては、それぞれの管

理する方の認識というのも非常に大事になろうかというふうに思っておりますので、正直なとこ

ろ、いかに対策をするかというのは、まだまだ模索中ということであります。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 中谷生活衛生課長。

○生活衛生課長（中谷 範夫君） 砂田議員さんの、カキパイプの流出についてのお伺いに対して

回答させていただきます。

現在、平成１２年から平成２９年度までにカキ養殖パイプ等の回収は１９４.５トンを回収し

ております。これについて平成３０年の５月の８日に、山口県の環境生活部長以下６名と周防大

島町とで広島県西部漁業振興対策協議会へ行きまして、排出抑制に流出防止対策の強化及び徹底

と排出責任に基づくフロートなども含めた回収処理、ボランティア団体からの要望の善処等を要

望書として提出しております。今後もこのカキ養殖については、排出抑制について強く要望して

いきたいと考えております。
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以上です。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） イノシシ防除の報告というものですが、これは以前から、今、部

長が答弁されたことの中身というのは以前からあったことだと思うんですが、やはり、山大のほ

うに一定の、町から予算を出して調査をして、そこでの具体的な、または実行可能なといいます

か、以前、議会に対しても説明がありましたが、竹やぶを全部なくしたらイノシシもおらんよう

になるというのも、ちょっと実行可能性としては非常にそっちのほうが早いんじゃないかという

ぐらいの実行可能性は低いと思うんですが、やはり一定の高い知見で、どうやったらイノシシが

少なくなるかというところは調査していただく必要があると思うんです。

この山大に対する調査というのは、今後もこうした形で続けるのか、または、もっと効果的な

といいますか、町民が誰でもできる──先ほども餌をできるだけ畑からなくす、囲むというのは

もちろんそうだと思いますが、そうした研究というものに対しては、どのように山大のほうに提

起されていくお考えなのかお伺いします。

カキ養殖パイプについてですが、一体、大島の海岸にこれが何トンぐらいあるのか。平成

１２年から２９年までが１９４.５トンですが、全体数の何トンのうちの１９４.５トンなのかと

いうのは、大体の調査あるいは見解といいますか、そういうものがあるのかどうかお伺いします。

○議長（荒川 政義君） 暫時休憩します。

午前11時49分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時51分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） 砂田議員さんの御質問にお答えします。

平成３０年度よりは、山大との包括連携の契約はありません。また、当議会に対して特別委員

会がございますので、特別委員会に対して報告書を上げております。次回の定例会をめどに、た

ぶん委員長から報告があるんではないかというふうに思います。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 中谷生活衛生課長。

○生活衛生課長（中谷 範夫君） 砂田議員さんの御質問なんですが、全体的にはちょっと把握し

ておりません。

○議長（荒川 政義君） ほかにございませんか。椎木町長。

○町長（椎木 巧君） イノシシの捕獲数が減っておるということなんですが、さっき部長のほ
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うからの答弁がありましたが、総体が減っているということではないというふうに思っておりま

すし、総体がまず把握できていないということも当然あるんですが。

ただ、先ほど答弁がありましたように、例えば、年間１００頭以上捕るような、すごく上手な

といいますか、捕獲者がおられたのが、それが高齢になってだんだん捕れなくなったというのが

１つの大きな要因じゃないかというふうに私も聞いておるんです。また反対に、年間たくさん捕

っていただくような捕獲者が新たに出てきておるということもまた事実なんで、やはりその七十

数名の捕獲者が、みんなが本当に個体をたくさん捕るということになれば、それはそれで、また

全体が減ってくるということにもなるんだろうと思いますが、やはりすごく大変な仕事なんで、

そう皆さんがたくさん捕っていただけるというもんでも当然ないと思っております。

これもＣＡＴＶじゃありませんが、ぜひとも議員の皆さん方もたくさん捕っていただくのを、

住民の皆さん方からそれを育てていくということも大切だと思います。議員の中にも捕獲免許を

取っていただいて、捕獲を始めていただいておるということもありますので、総力戦でやってい

けたらと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 新田議員。

○議員（２番 新田 健介君） １点だけお願いいたします。

私も成果報告書のほうから、先ほど田中議員からもちょっとありましたけども、ページの

３５ページです。空調についてです。議員からは、早くつけられないかという質問だったと思い

ますが、そこをしっかり答えていただけていなかったので、残りの２中学、２小学校、いつつく

のかというところを教えてください。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 新田議員さんからの御質問でございますが、空調関係につきまして

は、今年度、沖浦小学校を実施しまして、来年度につきましては、残りの久賀小学校についても

工事を始めると。そして、２中学、東和中学校、大島中学校についても工事を完了するという形

で、一応、３１年度中を目途に完成する予定でございますけれども、１点、久賀小学校につきま

しては防音工事という補助の関係もございまして、最終的な完成につきましては３２年度にまた

がるというような形で、今、計画のほう進めておりますが、３２年度の夏からは、空調、冷房が

利用できるような環境で計画を進めておる状況でございます。

○議長（荒川 政義君） 新田議員。

○議員（２番 新田 健介君） ということは、来年度には空調はないということですね。久賀小

学校は、という認識ですね。

そこを何とかならんのんかねという話なのと、もし、ないとして、その他の方法で、いわゆる

熱中症対策ですよね授業中の──というのは何かされるのかどうか。現状、小学校は私もちょこ
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ちょこ、アシスタントとしてボランティアで行きますけども、ものすごい暑いです本当に。先生、

生徒、大変です。窓を開けたら虫が入ってくる。虫が入ってきたら生徒は集中できない。体調悪

いという話もよく聞きます。そういった中でもう１年我慢せえって、ちょっとどうなんかなと思

うところがあるんですけども、空調がもしつかないとなるんであれば、どういった対策をしてい

ただいて、子供たちが本当に授業に一生懸命取り組める環境がどのようにして整えていただける

のか、お答えいただきたいなと思います。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 久賀小学校の状況につきましては、認識のほうはしております。た

だ、適時努力をして、できるだけ早くという計画的に進めておるところにつきまして、御理解を

いただきましてお願いをしたいと思います。

なお、今の現状の中でどういうふうに工夫をしてというところでございますが、その点につき

ましては学校のほうとも検討して対応していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（荒川 政義君） 新田議員。

○議員（２番 新田 健介君） 済いません、再三。

最低でも、じゃあないんであれば、扇風機なり冷風扇なり、何らかの形で本当にやっていただ

かないと、体調が悪いという子がおるのは、もう実際にそうでありますし、現状やっぱり、もし

何かあったら町長もとんでもないことになると思いますので、ぜひ前向きに御検討いただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

暫時休憩します。

午前11時58分休憩

………………………………………………………………………………

午後０時59分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

認定第２号平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第３号平成２９年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第４号平成２９年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑

はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第５号平成２９年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑

はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第６号平成２９年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑は

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第７号平成２９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第８号平成２９年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第９号平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑はご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第１０号平成２９年度周防大島町水道事業企業会計事業決算の認定について、質疑はござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第１１号平成２９年度周防大島町病院事業局企業会計事業決算の認定について、質疑はご

ざいませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結いたします。

お諮りします。決算認定の質疑が終結しましたので、認定第１号平成２９年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１１号平成２９年度周防大島町病院事業局企業会

計事業決算の認定についてまでの１１議案を、本日、配付しております議案付託表により、所管

の常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、認定第１号平成２９年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１１号平成２９年度周防大島町病院事業局企業会

計事業決算の認定についてまでの１１議案を、本日、配付しております議案付託表のとおり、所

管の常任委員会に付託することに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第２１．議案第１号

○議長（荒川 政義君） 日程第２１、議案第１号平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第

４号）を議題とします。

補足説明を求めます。中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 議案第１号平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）に

ついて補足説明をいたします。

別冊の補正予算つづり１ページをお願いいたします。

今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に１６億１,２２９万

３,０００円を追加し、予算の総額を１５４億１,２０９万３,０００円とするとともに、第２条

により債務負担行為の補正を、第３条により地方債の補正をそれぞれ行うものでございます。

まず、歳入歳出予算補正の概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。

１１ページをお願いいたします。歳入の８款地方特例交付金は、交付額の決定により減収補て

ん特例交付金を３５万７,０００円増額するものでございます。

９款地方交付税は、普通交付税の交付額が６８億２,３７９万４,０００円と決定されましたこ

とから、７,３７９万４,０００円を追加計上するものでございます。

１１款分担金及び負担金１項分担金は、土居及び日向泊地区の災害関連地域防災がけ崩れ対策

事業の地元分担金１５５万円の新規計上でございます。

１３款国庫支出金１項国庫負担金は、７月の豪雨災害による災害復旧事業に係る公共土木施設

災害復旧費負担金３億８,８８６万１,０００円の新規計上でございます。

１２ページ、２項国庫補助金３目衛生費国庫補助金は、災害関連の廃棄物処理に係る補助金
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２９５万３,０００円の新規計上、５目土木費国庫補助金は、事業実施に係る財源調整を行って

おります。

また、７目教育費国庫補助金は、当初予算に計上しておりますスクールバス購入経費が補助対

象となったことによりますスクールバス購入補助金４１０万円の計上、８目災害復旧費国庫補助

金は、豪雨災害による災害復旧事業に係る農林水産業施設災害復旧費補助金８,９４５万円の新

規計上でございます。

１４款県支出金２項県補助金２目民生費県補助金は、豪雨災害により被災された世帯への生活

再建支援金給付に対する補助金１４３万７,０００円の新規計上、３目衛生費県補助金は、水価

安定補助金１,３３５万４,０００円を新規に計上いたしておりますが、この補助金は、高料金対

策に関する県の補助制度として、平成１４年度から平成２３年度まで高料金対策に係る国の繰出

基準を参考に、末端水道事業分と用水供給事業分を合わせた第１期、平成２４年度から平成

２９年度までの第１期の計算による末端水道事業分と激変緩和の暫定措置分を加えた第２期に続

き、今年度から使用水量と一般会計からの繰入金額をもとにした、新基準での定額補助が平成

３４年度までと伺っておるところでございます。

また、４目農林水産業費県補助金は、日良居地区の合意形成事業に関する補助金等の調整を、

７目教育費県補助金は、山口ゆめ花博参加促進に関する補助金２５万９,０００円の計上を、

８目土木費県補助金は、豪雨災害に関する災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金２,６２５万

円の新規計上でございます。

１３ページ、１６款寄附金は、社会教育及び障害者福祉への寄附採納があったことによりそれ

ぞれ寄附金を計上いたしております。

また、１７款繰入金は、災害復旧事業をはじめとする財源調整として、財政調整基金及び外国

語活動推進事業基金の繰り入れを計上いたしております。

１８款繰越金は、平成２９年度からの繰越金を５億６,２９２万５,０００円追加するものでご

ざいます。

１４ページ、１９款諸収入４項雑入２目雑入につきましては、後期高齢者医療療養給付費負担

金に係る過年度精算分の確定に伴う精算額４,５５２万１,０００円及び当初予算に計上しており

ます元気生活圏補助金及び定住促進協議会補助金の財源として、山口県市町村振興協会からの地

域づくり推進事業助成金２００万円等をそれぞれ計上いたしております。

２０款町債１項町債４目過疎対策事業債は、財源調整及び新規事業による増額、５目臨時財政

対策債は、限度額の確定に伴う減額計上、６目合併事業債は、事業費の調整に伴う増額となって

おります。

また、７目民生債及び８目災害復旧事業債は、豪雨災害に伴う地方債の新規計上となっており
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ます。

次に歳出でございます。１５ページをお願いいたします。

２款総務費１項総務管理費２目文書広報費は、東三蒲地区の防災行政無線屋外スピーカーふぐ

あいによる共架工事費７２万８,０００円の追加、５目財産管理費は、地方財政法第７条第１項

に基づく積立金として、減債基金へ２億８,７００万円の積み立てを計上いたしております。

また、６目企画費は、旧田布施農高敷地内の浄化槽仕切り板補修等に関する修繕費及び移住者

のためのお試し暮らし用に活用しております、旧周防大島高校教職員住宅石垣の豪雨被害による

補修工事費を、７目支所及び出張所費は、豪雨災害による対応経費及び地域の要望に対応するた

め、久賀、大島、東和、橘の各支所経費に工事請負費、小規模施設整備事業補助金を追加するも

のでございます。

１６ページ、８目電子計算費は、平成３１年５月に予定されております新元号施行に伴う対応

業務委託料４２７万７,０００円及び町民の方々に利便性向上を図るため、住民票や課税証明等

をコンビニエンスストアにおいて交付が受けられるようシステム整備委託料１,０６３万

８,０００円を、９目地域振興費は、地域おこし協力隊員及び集落支援員の異動に伴う調整でご

ざいます。

１７ページ、２項徴税費は、地籍調査時の公図・登記簿の修正等を行う経費を計上しておりま

す。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費は、前年度の臨時福祉給付金給付事業等の精算

による償還金４１０万７,０００円の計上及び民生委員の退任等による推薦会経費の追加、また、

たちばなケアプラザの雨漏りの修繕経費の計上でございます。

２目障害福祉費は、障害福祉関係事業に係る国・県補助金の前年度精算による償還金２,３３７万

２,０００円の計上となっております。

１８ページ、５目介護保険対策費は、主に久賀ふれあいの家のブロック塀の上部撤去に係る経

費を新規計上いたしております。

２項児童福祉費１目児童福祉総務費は、子育ての集いコンサート開催に関する経費の追加計上

及び子ども・子育て支援交付金等の児童福祉関係事業の前年度精算による償還金１,５４１万

７,０００円を計上いたしております。

また、３項生活保護費１目生活保護総務費は、生活扶助費等に係る国庫負担金の前年度精算に

伴う償還金６,８２８万３,０００円の計上でございます。

１９ページ、４項災害救助費は、豪雨災害に係る被災者支援事業として、被災者生活再建支援

金として２８７万５,０００円、生活の立て直しに必要な資金を貸し付ける災害援護資金貸付金

３５０万円を新規に計上いたしております。
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４款衛生費１項保健衛生費３目環境衛生総務費は、久賀地区の熊本墓園のレンガ補修工事費と

して７７万８,０００円の計上でございます。

２項清掃費２目じん芥処理費は、豪雨災害により発生した災害廃棄物の処理経費といたしまし

て５９０万８,０００円を新規に計上、３目し尿処理費は、前島のし尿収集車車庫の補修経費

３４万６,０００円の計上となっております。

２０ページ、５款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費は、１１月に徳島市において開催

されます中国四国ブロック女性の農業委員会研修会への参加経費の新規計上、５目農地費は、農

地一般管理経費において、豪雨災害に係る農道・水路等の復旧経費を、排水施設管理事業は、今

後の台風襲来に備えて排水ポンプ用の発電機やトラック借り上げ料の追加計上、単県農山漁村整

備事業は、日良居地区の合意形成推進事業に関するアンケート調査等に必要な経費の追加計上で

ございます。

３項水産業費２目水産業振興費は、みなとオアシス安下庄の水産加工品・鮮魚等販売所建設に

関する設計業務１６５万１,０００円、現店舗の外壁改修及び伊保田港待合所の移設工事費

１６５万円、２１ページ、現店舗改修用として工事材料費６５万円、浮島漁港（江ノ浦）捲き揚

げ機の補修経費として漁業経営構造改善事業補助金６２万３,０００円の計上でございます。

なお、魚礁設置事業におきましては、事業費内の予算の組み替えでございます。

３目漁港管理費は、浮島漁港（樽見）の浮桟橋舗装面及び連絡橋改修経費等の修繕費７０３万

５,０００円、油田漁港（馬ケ原）の災害復旧に係る底質調査経費１３３万８,０００円、漁港内

防犯カメラ設置３カ所、豪雨災害に係る浮島漁港の災害復旧工事費等３,８８１万５,０００円の

新規計上でございます。

なお、災害復旧に関する経費は本来、災害復旧費に計上すべきところでございますけれども、

漁港に関する補助災害復旧事業につきましては、災害査定前の執行が望ましいということから既

存の予算で対応したものでございます。

４目海岸保全事業費は、積算システムの機能向上のためのバージョンアップに係る経費の計上

となっております。

２２ページ、６款商工費１項商工費２目商工業振興費は、ウィンドパーク管理運営経費に、食

堂等のブラインド修繕費や宿泊客用の冷蔵庫の購入経費を、竜崎温泉管理運営経費に、潮風呂の

湯の機械機器等に関する工事請負費や業務用冷蔵庫等の購入経費を、ながうらスポーツ滞在型施

設管理運営経費に、点検によりふぐあいが発見された合併浄化槽の改修工事費や業務用冷蔵庫の

購入経費の計上でございます。

なお、各施設には６月に設立されました周防大島サイクルアイランド推進協議会への負担金を

それぞれ計上いたしております。
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２３ページ、総合交流ターミナル管理運営経費は、サイクル県やまぐち推進協議会から寄贈予

定の自転車２０台の保管や整備、貸し出しに関する店舗を改修する経費１４０万４,０００円の

計上、３目観光費は、自転車用の安全装備の購入経費及び周防大島サイクルアイランド推進協議

会への補助金３０万円を新規に計上いたしております。

７款土木費２項道路橋りょう費１目道路橋りょう維持費は、郷浜線のすみ切り部分の寄付を受

けたことによる分筆登記経費の追加及び豪雨災害に係る災害応急経費や、地域要望や早期に道路

橋りょう補修に対応するため、工事請負費８,１２０万円を追加計上するものでございます。

２目道路新設改良費は、当初予算において計上しておりました橋りょうに係る長寿命化修繕計

画につきまして、当初１５メートル以上の橋りょうから全ての橋りょうを対象とするための追加

計上でございます。

２４ページ、３項河川費２目河川建設費は、道路橋りょう費と同様、豪雨災害に関する災害復

旧経費及び地域要望に対応するため、工事請負費４,９７２万３,０００円の追加計上となってお

ります。

６項住宅費１目住宅管理費は、今後不足が見込まれる公営住宅の修繕費６３１万７,０００円

及び五反田住宅のブロック塀取替工事等５５万１,０００円の追加計上でございます。

８款消防費１項消防費２目非常備消防費は、馬ケ原消防機庫の修繕及び和佐地区の消火栓ボッ

クス取替経費の計上、３目消防施設費は、西三蒲地区の防火水槽用地に関する登記業務及び土地

購入経費の追加計上となっております。

２５ページ、４目災害対策費は、ＪＡ三蒲支所の建て替えに伴い防災カメラの付替経費につい

ての計上でございます。

９款教育費１項教育総務費２目事務局費は、教育総務経費に旧椋野小学校及び旧屋代小学校の

危険物の観点から投的板の撤去工事費を、教職員住宅管理経費に久賀の新開教職員住宅のブロッ

ク塀の一部撤去に係る工事請負費を、外国青年英語指導事業にＡＬＴの異動による経費について

計上いたしております。

２６ページ、２項小学校費１目学校管理費は、小学校管理事務局経費に、今後必要と見込まれ

る修繕費２３９万円、安下庄小学校のプール擁壁改修及び島中小学校の投的板撤去経費等の工事

請負費１０６万４,０００円、また、スクールバス管理運営経費は、森野小学校前のバス停上屋

設置経費５３万円を計上いたしております。

３項中学校費１目学校管理費は、主に安下庄中学校の体育館雨漏り修繕経費の計上、２目教育

振興費は、好成績を収めている中学校への県体等派遣補助金の追加計上となっております。

２７ページ、４項社会教育費１目社会教育総務費は、１０月に青森市にて開催される全国社会

教育研究大会において、長年の功績により高田寿太郎氏が全国社会教育委員連合表彰を受けられ
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ることとなったことによる出席旅費及び危険物の観点から小松開作地区の考古館の塀の一部撤去

等に係る工事請負費の計上でございます。

３目図書館費は、社会教育関係への寄附採納を受けたことによります図書購入費の計上、５目

社会教育施設費は、東和総合センター管理運営経費に、今後不足の見込まれる社会教育課での電

話料金及び宮本常一記念館管理運営経費に、体験学習室のエアコン修繕に伴う経費の追加計上と

なっております。

５項保健体育費２目体育施設管理費は、雨漏りをしております久賀健康管理センターロビー部

分の補修工事費の計上、３目学校給食費は、給食運搬車２台のゲート部分ふぐあいにより修繕が

必要なことから修繕費を計上いたしております。

２８ページ、１０款災害復旧費１項農林水産業施設災害復旧費１目農林業施設災害復旧費は、

農業用施設補助事業として農道和田線ほか２路線の工事請負費３,３００万円、単独事業として

農道が１１カ所、水路１カ所の工事請負費５２０万円、また、林業用施設補助災害復旧事業とし

て林道白木線の工事請負費４,０００万円、単独事業として林道白木線及び文珠屋代線の工事請

負費７３０万円を計上いたしております。

２目漁港災害復旧費は、浮島漁港（樽見）の復旧に必要な測量・設計・監理業務及び工事請負

費の計上でございます。

２９ページ、２項公共土木施設災害復旧費１目道路橋りょう災害復旧費は、道路橋りょう補助

災害復旧事業として、町道追原畑線ほか３６路線の災害復旧関連経費を計上いたしております。

３０ページ、１２款諸支出金１項繰出金は、それぞれ特別会計の補正予算に伴う繰出金の調整

でございますが、病院事業局企業会計繰出金につきましては、普通交付税の確定による調整及び

公債費に係る繰出金の算定基準を国の繰出基準に準じた増額を行っております。

また、水道事業企業会計繰出金は、県補助金の水価安定補助金について、水道事業企業会計へ

繰り出すものでございます。

３１ページ、１３款予備費は、豪雨災害により災害応急事業として実施するため予備費での対

応を行ったことから、追加計上を行うものでございます。

以上が、歳入歳出予算補正の概要でございます。

続きまして、７ページ、債務負担行為の補正につきましては、住民票や課税証明等をコンビニ

エンスストアにおいて交付が受けられるようシステム整備を行う事業の平成３１年度分の設定を

行うものでございます。

８ページ、地方債の補正につきましては、災害救助債や災害復旧事業債の限度額を追加すると

ともに、過疎対策事業債や臨時財政対策債、合併特例債の補正に伴う変更を行うものでございま

す。
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以上が、平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）についての概要でございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願いいたしまして、補足説明を終わります。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 今回、補正予算なんですけど、これは、新規に計上されたものが

かなり見受けられるようですが、その中で一つお尋ねしたいのが、２３ページの観光一般経費で

周防大島サイクルアイランド推進協議会補助金、これも新規で計上されておりますが、補正で新

規予算を、こういう町づくりに関する予算というものを上げられた事情というんですか、理由と

いうんですか、その辺を御答弁ください。

それと２９ページの漁港災害復旧費で測量・設計・監理業務４８４万２,０００円というのが

計上されておりますけど、これはこの間の補正から倍額の補正になっていますけど、先日の臨時

議会での補正予算からさらに補正になった、これもその経緯というか、理由について御答弁をお

願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） 田中議員さんの御質問にお答えいたします。

２３ページの観光費の中の観光一般経費、サイクルアイランド構想推進協議会の補助金でござ

いますが、山口県では平成２８年度から、誰もが県内各地で四季を通じてサイクルスポーツを快

適に楽しむことができる、サイクル県やまぐちの実現に向けて取り組んでいるということは御存

じのとおりだと思います。

本町におきましても、平成２９年度にグリーンステイながうらがサイクルステーションに指定

され、電動アシスト自転車等２０台を対応されて、その活動に貢献しております。

このたび、平成３０年度、５月１５日から６月１５日の間にサイクル県やまぐち推進協議会が

募集した、平成３０年度サイクルエイドステーション設置運営施設の募集に応募することにより、

他の地域より一歩進んだ地域になるよう、平成３０年６月１５日に周防大島サイクルアイランド

推進協議会を立ち上げております。それによって町としてもその協議会の活動に協力することに

より、交流人口のさらなる増加を目指し、事業費の補助としてこのたび新規に予算を計上させて

いただきました。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 瀬川水産課長。

○水産課長（瀬川 洋介君） ただいまの田中議員さんの御質問ですが、この委託料４８４万

２,０００円というのはまず何かと言いますと、浮島で災害が起こっております樽見地区の測量

設計費になります。８月の補正の時点で江ノ浦地区は計上させていただいておりまして、樽見地
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区については職員での測量設計をやる予定でおりましたので、その際には計上しておりませんで

した。しかしながら、浚渫の状況が埋塞災という、いわゆる埋まる、閉塞する塞という字を書き

ますけども、漁港の埋塞災において水中部分において土砂がどのように展開しているかというこ

とが、陸上からの職員の測量ではとても把握が難しい。それから、県のほうが事前に現地を見に

来たときも、通常の陸上における防波堤の災害であるとか、護岸の災害であるものとちょっと状

況が違いますので、職員によるその測量程度の成果では査定に耐えられないだろうという指摘を

受けたことによりまして、樽見地区についての測量設計委託費を今回計上させていただいており

ます。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 今回の補正は、一般会計が１６億１,０００万円以上、特会を合

わせると全部で１８億円以上になると思うんですが、今回の補正では豪雨災害の復旧を早く進め

るということで、説明から質疑、討論まで一気にやってしまうということで、私も災害復旧を早

くやるということでそこは了承いたしましたけれども、この一般会計の１６億１,２９３万円の

うち、災害関連、災害復旧費だけじゃなくて土木費や農林水産業費もろもろ、あるいは支所のそ

ういう安価なものも含めると、一般会計の中でどれぐらい災害関連の予算ということになるのか、

まずそこをお伺いいたします。

それから、１２ページの水価安定補助金ですね、高料金対策の第３期の高料金対策で、これが

水道会計にそのまま入るものだと思うんですが、これは１期、２期と比べてどういうふうに計算

根拠が変わっているのかお伺いいたします。

それから、民生費の災害救助費で、１９ページで、被災者生活支援金２８７万５,０００円と

災害援護貸付金の３５０万円ですが、これはどういう基準といいますか、どういう要綱で被災者

のほうに渡されたり、あるいは貸し付けたりされるものなのか、貸付金ということになると利子

なんかもあるのかどうか、その辺の具体的なところをお伺いします。

それから、災害対策の予算の全体の中で各支所が行うものが予算化されているし、そのほかに

土木費や農林災害復旧費などがありますが、この支所が行うものとそうでないものというのは、

私が以前から伺っているところでは、いわゆる赤線道、青線などは支所が基本的に行うと、ある

いは２０万円以下であれば支所が行うと、それ以上はその他のところで行うというふうなことも

伺っているんですが、今回の災害のこの支出もそういう基準ということで予算化されているのか、

計上されているのかどうかを伺います。

○議長（荒川 政義君） 重冨財政課長。

○財政課長（重冨 孝雄君） それでは、先ほど砂田議員さんから御質問いただきました今回の補

正での災害関連に関する補正予算額についてでございますが、今回の補正では８億７,０００万
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円でございます。

○議長（荒川 政義君） 豊永水道課長。

○水道課長（豊永 充君） 砂田議員さんからの水価安定の補助制度についての御質問でござい

ますが、第２期が平成２４年から２９年度まででございまして、大きくくくって言いますと、国

が定めている高料金対策の一般会計からの繰入基準というのがございます。それで国が定めた資

本比というか基準を超えている部分について、前々年度の料金に結びついた水道の使用水量をも

とにして、交付税措置のない部分、およそ計算上は交付税措置が８割程度あるんですけれども、

ない部分の２割について県と市町で折半をするという形の補助制度の組み立てでございます。

今回、補正予算で計上しております補助金の考え方ですが、柳井地域広域水道企業団からの供

給水量に相当する部分を、対象の１市４町の総量で按分した部分と、一般会計からの繰入金、水

道事業とか簡易水道事業に対しての繰入金の過去５年間の平均でございますが、それを同じく

１市４町で合計したものの按分の使用水量割というのと繰入金額割というもの、合計して１市

４町分で３,７６９万６,０００円ございますけれども、そのうち周防大島町の按分で計算したも

のが１,３３５万４,０００円になりますので、この数字で補正予算の計上をさせていただきまし

た。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 今の水価安定補助金でございますが、平成１４年から平成２３年まで、

まあ、用水供給が始まったのは平成１２年からですから、１４年からもうすぐに高料金対策とし

て県が助成をしていただいておりまして、それで高料金を抑制するということになっておったん

ですが、実は抑制するどころの話ではなくて、値上げを少しでも抑えるということには相当効果

があったと思っております。１０年間やっていただきました。それから今度は５年間ほどさらに、

それは終わったわけですが、５年間ほど暫定措置としてやっていただいて、２９年度でそれも終

わるということは当初からの約束でございましたので、さらに３０年度からこれを継続してほし

いということをずっと県のほうに、もう何度も何度も数年前から陳情を繰り返しておりましたが、

県は高料金だけで柳井広域水道企業団構成町だけに補助することは難しいということがずっと言

い続けておったわけです。

その中で、なぜかというと、もともと広域水道企業団の資本費をもとに計算するという方法を

とっておりましたので、資本費を償還するとどんどん下がってくるわけでして、従来の計算方法

でいくと補助額がずっと下がってくるということになりまして、その計算方法ではだめだから新

たな高料金対策としての助成をやってくれということも、３年くらいかけてずうっと陳情してお

りましたが、それを言いますと、どこもそういうことは、県下ほかの地域にもあるんだというこ

とからして、柳井広域水道企業団を構成しているとこの水価もそうですし、使用料が非常に高い
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というだけをもって補助するというのは非常に難しいという、基本的な考え方でずっとはねつけ

られておったわけなんです。

いずれにしましても２９年度で終わるということになりましたので、それからずっとお互いが

どういう形で本当に、県議会のほうにもきちんとした説明ができる方法があるのかということで、

大変、県のほうも真摯に取り組んでいただきまして、今回からはこれまでの考え方とは全然別の

考え方を持って、例えば、ダムから受水を受けておる市町というのは柳井だけではなくて、県内

ほかにもありますが、そこらと比較して、河川とかじゃなくてダムから給水を受けているその市

町と比較して、そこの中で１.５倍以上の差が出てくるということになると、同じダムから給水

を受けていてすごく柳井広域関係の料金が高いということになりますから、そこだけに着目をし

て、そしてその額とプラス、先ほど課長が言いました一般会計からの繰り出しの額、それと両方

で、２つを計算の根拠として今回やっていただくということになったわけです。

実は、県も相当苦労してこれについてやっていただくことになったと思っております。私たち

のほうからは、助成してくれという陳情、要望を上げとったんですが、根拠になるものがなかな

か出てこないということでございまして、今回、県の大きな英断であったというふうに思います

が、知事さんも副知事さんもまたは環境生活部長にも何度も陳情いたしましたが、結果的に県の

ほうから、そういう客観性を持った、他の水道事業をやっている団体、自治体ときちんとした整

合性がとれなければ、単につまみで補助するというわけにはいかないということがずっとはねつ

けられておったんですが、ようやく昨年７月ごろから１０月にかけて、いろんな案の結果こうい

う形になってきたわけです。

私どもこれで十分と言っておるわけではないんですが、ただ県のほうからも新たにそういう制

度をつくっていただいたので、これであるならば一般会計からの繰り入れが周防大島町の場合は

なくなるということは当然ないので、平成３４年までという５年間の約束にはなっておりますが、

それから先にしても再度検討をいただくということは約束いただいていますので、そうなればこ

の計算方法でいけば、３５年度以降もこのような県の補助がいただけるんではないかというふう

に思っておりまして、このことについては余り大きな話題になってなかったんですが、実は県に

対しては大変大きな決断をしていただいたというふうなことで感謝をしておるところでございま

す。

御理解をいただけたらと思います。

○議長（荒川 政義君） 平田健康福祉部長。

○健康福祉部長（平田 勝宏君） 砂田議員さんの被災者支援事業についてお答えをいたします。

基準等についての御質問だったと思いますが、１９ページの被災者生活再建支援金についてで

ありますが、本町は平成３０年７月豪雨災害においては、国制度の被災者生活再建支援金には該
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当しておりませんが、県内に被災者生活再建法が適用された市町が１以上ある自然災害が発生し

た場合は、県制度により被災者生活再建法と同様の支援が行われるというふうなことになってお

るために、今回、県制度の被災者生活再建支援金を補正予算に計上させていただいております。

それで、被災者生活再建支援金につきましては、住宅被害の程度に応じて支給される基礎支援

金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の合計額から成るんですが、今回、予算編成

時におきましては、被災者が住宅の再建方法が未定であったため、今回の補正予算には全壊と大

規模半壊の合計で、合わせて５世帯分の基礎支援金２８７万５,０００円を計上させていただい

ております。

それで、基準をということですが、この支援金につきましては、自然災害が発生した日から起

算して１３月を経過するまでの間が基礎支援金の申請期限と、また、加算支援金については同じ

く３７月を経過する日までというふうなことでございますので、今回、被災者の生活再建の方法

が明らかになっていない時点でございますので、基礎支援金のみを計上させていただいておりま

す。

続きまして、貸付金でございますが、災害援護資金貸付金についてでございますが、これは災

害に関する法律によりまして、都道府県内において災害救助法が適用される市町が１以上ある災

害であって、世帯主が重傷を負った場合や家財の価格の３分の１以上の被害または半壊以上の住

居の被害を被った世帯の世帯主が対象となります。貸付限度額については、被害の程度によりま

して１５０万円から３５０万円でございます。

それで、先ほど議員さんが利子等も含めてというふうなことでございましたが、この災害援護

資金貸付金は償還期間が１０年で、そのうち据置期間が原則３年となっております。それで、据

置期間経過後の利子は年３％ですが、県のほうでも利子補給の話が出ておりまして、御議決をい

ただきましたら個人に対する利子補給を交付するための補助金交付要綱を整備し、無利子にする

方向で検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

それで、今回の貸付金につきましては、被災した日の属する月の翌月から起算して３月を経過

する日までということで、こちらのほうは申込期間も短期間となっております。それで、今回の

予算については１世帯分ということで補正を計上させていただいているところでございます。

○議長（荒川 政義君） 近藤大島総合支所長。

○大島総合支所長（近藤 晃君） 砂田議員さんから総合支所と担当課といいますか産業建設部

の担当課での今回の災害復旧の振り分けの仕方ということ、それから、青線・赤線等々の対応の

仕方といったような御質問がございましたので、お答えをさせていただきたいと思います。

まず、青線・赤線について御説明をさせていただきますけれども、青線・赤線の管理というの

は基本的には地元管理という考え方をとっております。仮にそういった青線・赤線に今回のよう
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に災害が起きたというときの対応は、原則、小規模事業という事業のほうで対応するということ

にしております。ただし、公益性例えば、赤線といえども集落内に道があるとか、上下水道が布

設をされているといったようなときには、今回のように直営の工事で対応をするということにし

ておるところでございます。

今回、災害復旧についても同様な判断ということで、この直営工事というのは原則として総合

支所については２０万円以下ということにしております。あくまで原則でございます。

今回どちらが対応すべきかということの判断は、判断に迷った場合は、双方が現地に参りまし

てどちらが対応するということを決めた上で、今回、予算計上をしておりますので、重複をして

おるところはございませんので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 今回の補正、一般会計の１６億円のうち約半分８億７,０００万

円が災害関連の予算ということで、きょう即決、この１６億円の予算を採決までやるわけですか

ら、この８億円ができるだけ早く被災者のための工事として行われるということを私たちは期待

しているわけですが、この８億７,０００万円がきょう採決をすることで早くなるということを

確認していただきたいと思います。

それから、高料金対策ですが、町長がおっしゃられた、県が特段の努力をしていただいたと。

これまでも県の高料金対策があってもなお、やはり柳井広域水道の水道料というのは、ずうっと

高いままが来ていたわけです。今、町長の御答弁からすると、ダムから直接とっているところと

比べてというところが一つの基準になったと。私、ダムからとったというところも大事かもわか

りませんが、やはり導水管が大竹のずっと奥のほうからここまで引っ張っている、その工事費を

町民の方が払っていかにゃいけんと、やっぱりここで料金が高くなっているわけで、その基準が

やはり導水管の長さというものを基準にしていただくということも必要なような気がするんです

が、その辺のお考えはいかがでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 今の議員さんの話になりますと、柳井広域水道企業団というのは昭和

５１年に設立されておるわけですが、その以前に、この柳井地域が非常に渇水地域であるという

ことからして、その水源をどこかに求めて、この渇水対策、そしてまた安定的な水道水の供給を

という、まあ、時代が、昭和の時代どのころかわかりませんが、昭和４０年代、大変大きなそう

いう話題になっていたと思います。それからして、ちょうど弥栄ダムが今からできるということ

の話とみんなリンクしているわけでございまして、これは当初から、当然のことながら莫大な、

５００億円を超すような大きな事業でございましたので、当然のことながら水道料金が高くなる
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ということは、皆が予測されておったと思います。当時、構成しておった柳井関係もそうですが、

私たち周防大島町の合併前の旧４町もそれを見越して、この広域水道企業団に参加して安定供給

を受けようということになったわけでございますから、水道料金に反映するということは、当時

からわかっておったというふうに思っております。ですが、それよりもなお水源がないほうが、

要するに渇水対策がもっと大事だという決断をしたということでございますので、今、導水施設

または浄水施設または配水の施設が多額にかかったんだから、県から、例えばもっともっと補助

をせえと言うのは、ちょっと筋がなかなか通りにくい状況にあるというふうになっております。

そこで、先ほど申し上げましたが、県内には何カ所かダムから受水をして浄水して、それを配

水給水しているという自治体または企業団がありますが、それらと比較してこの柳井広域水道企

業団の料金が高いということを根拠に、それらの中で１.５倍以内に収まるようにということを

根拠にしていただいたということでございます。

ですから、今の弥栄ダムからの柳井広域水道企業団の取水のことになりますと、今ここでそれ

をもとに、根拠にしてもう一回やり直そうというのは、時代がずうっと前の話でございまして、

当時は砂田議員さんも旧橘町のときにその議論はされたと思いますが、しかしながら、当時から

すれば夏場に常に渇水で給水制限があるよりは、ある程度、水道料金が高くても安定的な給水が

受けられるほうを選択したということでございますので、今そこだけをもって県にさらなる助成

をお願いするというのは若干無理があるのかなと思います。

しかしながら、それは、県でも国でもどこでもいいんですが、ぜひやってくれるもんであれば

私も１,３００万円と言わずに１億３,０００万円でも、一般会計から繰り入れているのを全てを

どこかが持っていただければ、それは本当に助かるし、それが本当に町民のためにもなるという

ふうには思うわけですが、そこら辺は、今始まった事業ではなくて、過去から長い歴史といろい

ろなこういう経緯をたどって、こういう結果になっているわけですから、そこらはぜひとも御理

解をいただきたいと思っています。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 災害復旧は、今回補正予算を１６億円のうち８億円もということでござ

いますし、要するに、できましたならば、初日の日に、通常にはないことですが、今回はそうい

うお願いをいたしております。それは、災害査定もどんどん始まっておりますし、そういうこと

からするとできるだけ早く発注を進めたいということでございまして、それじゃあ２６日まで待

てないのかということになりますが、できるだけそのように早く少しでも通行止めの区間とかま

たは通行規制があるとことか、または被災地域の方々にもできるだけ早く復旧をしていきたいと

いう思いからのことでございますので、きょうやったから、じゃあ、あしたから発注できるかと

いうことになりますと若干そうでもないとこもあると思いますが、できるだけそういう思いで本
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日の採決をお願いしているわけでございますので、ぜひとも御理解いただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようであります。（「あるよ」と呼ぶ者あり）小田議員。

○議員（１３番 小田 貞利君） １５ページの支所及び出張所費のところで、先ほど同僚議員の

質問に対して大島総合支所長の答弁で、赤線・青線は本来、地元の管理でというような、公共性

の強いところに関しては町がやるというような答弁がありましたが、以前に質問したときに、本

来、赤線・青線は町が管理、公共性の低いとこにおいては地元なりが要望してやっていくという

答弁があったと思うんです。その辺をちょっと整合性をお願いします。（発言する者あり）いや、

大事なことなんですよ、基本的に。

○議長（荒川 政義君） 近藤大島総合支所長。

○大島総合支所長（近藤 晃君） 私が最初に申し上げた答弁が、現在、私たちの考えておる青

線・赤線の対応でございまして、以前に公共性の低いところだけを町が管理をするというの

は……（「違いますよ。赤線・青線の管理は本来、町が管理するものという認識でした。今、赤

線・青線は、本来、地元で管理するものという答えだったから、それはおかしいんじゃないかと

言っている」と呼ぶ者あり）はい。青線・赤線の管理については利用者、ですから地域ですね、

地域の方が管理をするというのが建前でございます。ですから、先ほど私が答弁をしたとおりが、

現在、私たちが解釈をしている運用でございます。

以上です。よろしいですか。（「町長、それでいいんですか」と呼ぶ者あり）

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） ちょっと補足しますが、今、支所長の言ったとおりではあるんですが、

赤線・青線というのは個人の物でないのは間違いないことです。ですが、非常に利用者が限定さ

れておるというとこがたくさんあるわけです。

例えば、赤線というのはずうっと山の中で山の上までずうっとたくさんありますし、それはご

く利用者が限定されておって、昔からその赤線・青線の管理というのは利用者がされておるとい

うことなんですが、その反対に公共性のある、利用されておる赤線・青線もあるわけですから、

公共性の高い、利用が高い赤線・青線については総合支所で管理していこう、復旧もしていこう

ということでございます。

ですから言い方をすれば、どちらがどうかということになるんですが、管理は例えば、利用者

の方々、地域の皆さん方、地域の皆さんといっても、その赤線の中でそこに畑を持っちょるとか

山を持っちょる方だけが利用している赤線というのがたくさんあるわけです。それは公共性が非

常に低いということからして、そうしますと、物自体は公共の物なんですが、その利用者が管理
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をする。そしてまた、公共性の高いとこについては行政のほうで対応していくということです。

ですから根本的なものが、公共性の、赤線を町が管理して、低いとこは地元にやってください

よというのか、または公共性の高いとこは今度は町がやりますよということが、どちらかでもい

いんですがそういうことでございます。

利用度の低く非常に限定された利用者しかいないような赤線・青線、または水路ですね、そう

いうものについては当然のことながら利用者にやっていただく。そして、同じ赤線でも集落内の

道路のように、集落内の小さい道のように、公共性があるとかまたは利用者がたくさんおるとい

うことについては町がやるという仕分けをしているわけですから、今、小田議員さんから質問が

あった、それじゃあ、赤線・青線はどこの物なんだということになりますと、それは個人の物じ

ゃあなくて当然公共の物です。

ですから、そこの利用の度合いとか利用の形態を見て、どこが管理するかという線引きをして

いるということでございますので、御理解いただけたらと思います。

○議長（荒川 政義君） 小田議員。

○議員（１３番 小田 貞利君） 農道のように明らかに農業者が利用すると、似ているとこはあ

るんですが、つくる時点からそういうふうにやっている場合はわかりやすいですよね。

僕の記憶でいくと、もともと国が管理だと、赤線・青線、それが何年か前か、何十年前に市町

村におりてきたという解釈なんです。そのときに質問等をしたときに、あくまでも公共の物であ

るから町が基本的に管理をして、ただし、１人２人しか使わないところはその利用者なりにやっ

てもらうという認識があったんです。

でも総合支所長の話じゃあ、まるっきり、もともとが利用者の物であって町は関係ないような

イメージだったので、公共性が強いとこだけ町がやりますよというふうに認識があったんで、そ

の辺の解釈の仕方を整理をお願いしたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 要するに赤線の管理が、処分等の権限とかが規制緩和の関係から、例え

ば赤線の廃止とか、それらについては町に権限がおりてきておりますが、それ以前は赤線・青線

ちゃあ国の物であったということになりますが、じゃあ、国の物があったからといって国が管理

するかといえば、それは全くないわけで、その赤線・青線というのは公共の物だというだけでし

てですね。ですから、それはすごく限定された利用者ですから、その利用者が管理をするという

のは従来からの慣習的な考え方だと思うんです。

例えば、田んぼのあぜ道のようなとこが赤線になっているとか、例えば、田んぼに引っ張って

くるデミですね、水路、デミが、それは公共の物だと、青線だと言いながらもそれはそこの田ん

ぼをつくる方しか利用しないということですから、それは当然ながら、その田んぼをつくる方々
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が管理をするということ、そういうときの慣例的な慣習的なとこから管理区分があったというふ

うに思います。ただ、今はそういう農地で二、三軒が行くような山道の中の赤線というのは、あ

るのはたくさん地図上ではありますが、ほとんど利用されていないとか、そういうとこについて、

復旧しなければならない、管理をしなければならないということになると、それは地域の利用者

の方々にお願いをするということになって、そこを整理をしているわけです。ですから、町の物

ではないと言よるわけではなくて、利用形態によって、どこが管理するかというのを決めておる

ということですから、従来から赤線・青線は公の物だということについては変わりないし、そし

てまた、じゃあ、その赤線・青線を町が管理しないのかということになりますと、それは公共性

の高い、利用者のたくさんおるとかいうようなことについては、町が総合支所で管理をしようと

いうことにしているわけです。ですから、例えば、１人しか利用してない赤線あります。１人し

か利用していない水路もあります。そういうことについて、それを、それじゃあ町がやるかとい

ったら、それは利用者の方にお願いするというふうな、仕分けといいますか整理の仕方を申し上

げたというふうに思っております。

○議長（荒川 政義君） 小田議員。

○議員（１３番 小田 貞利君） 大体、管理の仕方についてどうのこうのという話じゃあないで

す。根本的に、公共である赤線道とか青線の水路という部分は、本来は公共の物であるから、基

本的に管理は町なり国がやるべきものですよと。ただ、利用者が少ないとか、もとは多かったけ

ど今はいないというような山のほうの上の部分については公共としてはできませんよということ

なら全然わかるんです。明らかに最初から、利用者が管理するものですよという言い方をしたか

ら、それはちょっと違うんじゃないかなということです。

これは多分、１０年ぐらい前か、規制が緩和されてあったときに質問しているんですよ。その

ときの答弁は、基本的に町が、公共の物ですから管理しますという答弁だったと思うんですよ。

その辺があったんでちょっと確認しました。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。議案第１号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１号平成３０年度周防大島町一般会計補正予算

（第４号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

暫時休憩をします。

午後２時06分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時18分再開

○議長（荒川 政義君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第２２．議案第２号

日程第２３．議案第３号

日程第２４．議案第４号

日程第２５．議案第５号

日程第２６．議案第６号

日程第２７．議案第７号

日程第２８．議案第８号

日程第２９．議案第９号

○議長（荒川 政義君） 日程第２２、議案第２号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）から、日程第２９、議案第９号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会

計補正予算（第１号）までの８議案を一括上程し、これを議題とします。

補足説明を求めます。平田健康福祉部長。

○健康福祉部長（平田 勝宏君） それでは、議案第２号から議案第４号の補足説明をいたします。

議案第２号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、

補足説明を行います。

今回の補正は、平成２９年度決算に伴う精算が主なものでございます。

補正予算つづりの３３ページをお願いいたします。

第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,４８７万３,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ３０億５,２４３万６,０００円とするものでございます。

詳細につきましては、事項別明細書で御説明をいたします。

３９ページをお願いいたします。歳入から御説明いたします。

５款繰入金２項基金繰入金１目国民健康保険基金繰入金は、当初予算で国民健康保険基金の取

り崩しにより歳入不足相当額を補う予定でございましたが、前年度繰越金により補完可能となっ

たため、１,４１３万４,０００円を減額するものでございます。

６款繰越金は、前年度決算に伴う繰越金の４,９００万７,０００円を増額するものでございま
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す。

次に、歳出について御説明いたします。４０ページをお願いいたします。

６款基金積立金は、前年度繰越金の発生に伴い３３７万２,０００円を増額するものでござい

ます。

７款諸支出金１項償還金及び還付加算金２目療養給付費等負担金償還金は、前年度の療養給付

費等国庫負担金の精算の確定に伴う償還金を２,３１５万６,０００円増額、３目療養給付費等交

付金償還金においても、精算の確定に伴い７９９万２,０００円を増額、４目特定健康診査等負

担金償還金についても、同じく国・県の特定健康診査等負担金の精算の確定に伴う償還金を

３５万３,０００円増額計上しております。

以上が、平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）についての概

要でございます。

続きまして、議案第３号平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、補足説明を行います。

今回の補正は、平成２９年度決算に伴う精算が主なものでございます。補正予算つづりの

４１ページをお願いいたします。

第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２万１,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ４億７,３３４万円とするものでございます。

詳細につきましては、事項別明細書で御説明いたします。

４７ページをお願いいたします。歳入から御説明いたします。

４款繰越金は、前年度繰越金を２２万１,０００円追加計上しております。

次に、歳出について御説明いたします。４８ページをお願いいたします。

２款後期高齢者医療広域連合納付金を２２万１,０００円追加計上しております。この納付金

は、平成２９年度保険料のうち、平成２９年度歳出予算により広域連合納付金として支出できな

かった保険料を、平成３０年度歳入予算に前年度繰越分として補正計上し、歳出予算により広域

連合へ納付するものでございます。

以上が、平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）についての

概要でございます。

続きまして、議案第４号平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

つきまして、補足説明を行います。

補正予算つづりの４９ページをお願いいたします。

今回の補正は、平成２９年度決算に伴う精算が主なものでございます。第１条で、保険事業勘

定の歳入歳出予算の総額に１億９,０５９万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３６億
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４９０万５,０００円とするものであります。

事項別明細書の５５ページをお願いいたします。歳入から御説明いたします。

６款繰入金１項他会計繰入金４目その他一般会計繰入金は、財源調整のため２,０００円を追

加計上いたします。

７款の繰越金は、平成２９年度決算に伴う繰越金として１億９,０５９万３,０００円を追加計

上いたします。

次に、歳出について御説明いたします。５６ページをお願いいたします。

１款総務費２項徴収費１目賦課徴収費は、過年度の介護保険料の還付金として６万５,０００円

を減額いたします。

３款基金積立金１項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金は、平成２９年度決算に伴う介

護給付費準備基金への積み立てとして４,５０４万７,０００円を追加計上いたします。

４款地域支援事業費３項包括支援事業・任意事業費３目地域包括支援センター運営事業費につ

きましては、７万５,０００円を減額いたします。

４目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費につきましては、高齢者に対してアンケート

調査を実施するため、消耗品や郵送に係る経費として７万５,０００円を追加計上いたします。

５款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目償還金につきましては、前年度実績に伴う国・県

等への返還金として、１億４,５６１万３,０００円を追加計上いたします。

以上が、平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についての概要で

ございます。

以上で、議案第２号から第４号までの補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御

議決を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 次に、佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） それでは私からは、議案第５号平成３０年度周防大島町簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）から議案第８号平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特

別会計補正予算（第１号）までの、環境生活部所管の４議案について、補足説明を申し上げます。

まず、議案第５号平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、

補足説明を申し上げます。

補正予算書の５９ページをお願いいたします。

第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算に１５０万６,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を３億５,７６９万１,０００円とするものでございます。

その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。６５ページをお願いいたしま

す。
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歳入につきましては、４款繰入金において、財源調整のため一般会計繰入金を１５０万

６,０００円増額しております。

６６ページをお願いいたします。

歳出の、１款簡易水道費２項事業費１目維持管理費の維持管理経費につきましては、車輌の入

札不調により８節報償費を６万円増額、また、７月５日から８日の集中豪雨による被災対応のた

め、９節旅費を１万４,０００円、１１節需用費を２２万円、１３節委託料を３０万円、１５節

工事請負費を１１０万円、それぞれ増額するとともに、積算システムの機能向上のため１２節役

務費を７万２,０００円増額するものでございます。

２目設備費の設備経費のうち、１４節使用料及び賃借料につきましても、車輌の入札不調によ

り不用額となる２６万円を減額するものでございます。

以上が、議案第５号平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の概要

でございます。

次に、議案第６号平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、

補足説明を申し上げます。

６７ページをお願いいたします。

第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算に１,５１６万８,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を１４億８,２０６万円とするとともに、第２条により地方債の補正を行うものでご

ざいます。

その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。７５ページをお願いいたしま

す。

歳入につきましては、４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金において、一般会計よ

り繰入金５２６万８,０００円を追加し、財源調整を行っております。

７款町債１項町債１目下水道事業債において、東和片添浄化センターの耐震実施設計業務に伴

う追加分として２４０万円を増額し、平成２９年度地方債借入額等の確定により事業費平準化債

７６０万円を増額、総額１,０００万円の増額をしております。

２目過疎対策事業債においては、長寿命化事業の変更分として２４０万円を減額し、東和浄化

センターの耐震設計業務に伴う変更分として２３０万円増額、総額で１０万円を減額しておりま

す。

７６ページをお願いいたします。

歳出の、１款公共下水費２項事業費１目維持管理費１１節需用費の修繕費において、マンホー

ルポンプ場のポンプ取替修繕など、経年劣化による摩耗や設備機器のふぐあいに対応するために、

修繕料として１,４９５万６,０００円を計上するものでございます。
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２目公共下水道事業費の安下庄地区の委託料におきましては、長寿命化計画策定業務の精算見

込みにより５２０万円を減額、同じく東和片添地区におきましても、精算見込みにより４３０万

円を減額しておりますが、新たに耐震実施設計業務９５０万円を計上したことにより、総額で

５２０万円の増額をしております。

久賀・大島処理区の、１１節光熱水費におきましては、現在建設中の浄化センター内の換気用

仮設電気代として１４万円を計上し、１２節役務費において、積算システムの機能向上の費用と

して７万２,０００円を計上しております。

以上が、議案第６号平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）の概要で

ございます。

次に、議案第７号平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて、補足説明をいたします。

７７ページをお願いたします。

第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算に１,４８５万４,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を３億２,２５８万３,０００円とするとともに、第２条により地方債の補正を行うも

のでございます。

その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。８５ページをお願いいたしま

す。

歳入につきましては、３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金において、一般会計よ

り繰入金１,４９５万４,０００円を追加し、財源調整を行っております。

６款町債１項町債１目下水道事業債は、平成２９年度地方債借入額等の確定により下水道事業

費平準化債１０万円を減額しております。

８６ページをお願いいたします。

歳出の、１款農業集落排水費１項総務管理費１目総務管理費１３節委託料において、管渠埋設

地の用地測量の業務費として２７万８,０００円を計上しております。

２項事業費１目維持管理費１１節需用費の修繕費におきましては、脱臭塔の活性炭取り替え等

に要する費用など、経年劣化のために破損する危険性がある箇所の機具の修繕に１,３４９万

６,０００円、１５節工事請負費においては、マンホール蓋取替工事費として１０８万円をそれ

ぞれ計上するものでございます。

以上が、議案第７号平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の

概要でございます。

次に、議案第８号平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて、補足説明をいたします。
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８７ページをお願いいたします。

第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算に４２２万９,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を５,７４２万４,０００円とするとともに、第２条により地方債の補正を行うものでご

ざいます。

その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。９５ページをお願いいたしま

す。

歳入につきましては、３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金において、一般会計か

らの繰入金４１２万９,０００円を追加し、財源調整を行っております。

６款町債１項町債１目下水道事業債は、平成２９年度地方債借入額等の確定により、下水道事

業費平準化債１０万円を増額しております。

９６ページをお願いいたします。

歳出の、１款漁業集落排水費２項事業費１目維持管理費１１節需用費の修繕費では、経年劣化

により破損する可能性がある箇所の機具の修繕等に１７４万６,０００円、１３節委託料では、

マンホールポンプ場施設ピットの清掃費として３７万２,０００円、１５節工事請負費では、道

路災害復旧工事に伴う下水管の移転工事費として２００万円を計上するものでございます。

以上が、議案第８号平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の

概要でございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 次に、中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 議案第９号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして補足説明をいたします。

補正予算書の９７ページをお願いいたします。

今回の補正は、第１条により既定の歳入歳出予算の総額に２５万４,０００円を追加し、予算

の総額を９,２２０万８,０００円とするものでございます。

まず、歳入歳出予算補正の概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。

１０３ページをお願いいたします。

歳入につきまして、３款県支出金１項県補助金１目航路補助金は、各航路の補助金について交

付決定を受けたことによる減額補正となっております。

また、４款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金１９８万円を追加計上いたして

おります。

次に、歳出でございます。１０４ページをお願いいたします。

１款事業費２項事業費１目前島航路運航費は、財源の組み替え、２目情島航路運航費は、せと

丸のエアコンふぐあいによる修繕費の計上、３目浮島航路運航費は、財源の組み替えでございま
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す。

以上が、議案第９号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）についての

概要でございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げ、補足説

明を終わらせていただきます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

議案第２号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第３号平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第４号平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について、質疑

はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第５号平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、質疑

はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第６号平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、質疑は

ございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 久賀・大島地区公共下水道事業について、終末処理センターの完

成が近づいて、９月末には引き渡しを受けるというふうに伺っていますが、この処理センターが

実際に稼働するのはいつごろになるのか伺います。

つまり、この久賀・大島処理区の下水道が完成するのは平成４７年ということになっていて、

これまで待って処理場を供用開始するということには思えないので、段階的に利用がされるので

はないかと予想したりするのですが、その辺の計画はどういうふうになっているのか伺います。

○議長（荒川 政義君） 佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） 砂田議員さんの御質問にお答えいたします。
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現在、終末処理場及び幹線関係施設の工事を、御存じのとおり県の代行によって行っておりま

すが、終末処理場につきましては、今の計画では平成３１年度末に完成予定でございます。

平成３２年度に、その幹線関係あるいは町が行っております面的整備が整ったところから、平

成３２年度のなるべく早い時期に、一部供用開始を考えております。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第７号平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第８号平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第９号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）について、質疑はご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

以上で、議案第２号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）か

ら議案第９号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）までの質疑を終了い

たします。

これから討論、採決に入ります。議案第２号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第２号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第３号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第３号平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第４号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第４号平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第５号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第５号平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会

計補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第６号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第６号平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計

補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第７号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第７号平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第８号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第８号平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特

別会計補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第９号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第９号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補

正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第３０．議案第１０号

○議長（荒川 政義君） 日程第３０、議案第１０号平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補

正予算（第１号）を議題とします。

補足説明を求めます。佐々木環境生活部長。

○環境生活部長（佐々木義光君） それでは、議案第１０号平成３０年度周防大島町水道事業企業

会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。

お手元の補正予算書の１ページをお願いいたします。

第１条は総則です。第２条の収益的収入及び支出では、予算第３条の既定の収入に１,３３３万

４,０００円を追加し８億６,８９７万８,０００円とするとともに、既定の支出に１,５２０万

２,０００円を追加し８億５,７８０万４,０００円とするものでございます。

その概要につきまして御説明いたします。２ページをお願いいたします。

収入につきましては、１款水道事業収益２項営業外収益２目他会計補助金１節一般会計繰入金

に県補助金１,３３５万４,０００円を追加し、３目長期前受金戻入１節長期前受金戻入は、水道

管移設工事により除却する予定の既設配水管に係るもの２万円を減額するものでございます。

支出につきましては、１款水道事業費用１項営業費用２目配水及び給水費の２９節工事請負費

は、７月の豪雨で被災した送・配水施設の復旧費など３３４万４,０００円の増額、３目総係費
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の７節旅費及び３３節負担金は、水道技術管理者としての専門的な知識を習得する講習の受講に

要する旅費及び負担金を、それぞれ２６万１,０００円及び２１万１,０００円増額するとともに、

第１８節委託料は、窓口業務共同委託に先立つ柳井市料金システム導入に伴うテスト用データの

抽出・受け渡し業務として７７７万６,０００円の増額、４目減価償却費１節有形固定資産減価

償却費及び５目資産減耗費１節固定資産除却費は、水道管移設工事により除却する予定の既設配

水管に係る費用を、それぞれ２１万６,０００円の減額及び３８２万６,０００円の増額を行って

おります。

１ページに戻っていただきまして、第３条の他会計からの補助金では、高料金対策県補助金分

１,３３５万４,０００円を増額し、４億１,２８０万７,０００円としております。

なお、３ページ以降に付属資料を添付しております。

以上が、議案第１０号平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第１号）の概要で

ございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

これから討論、採決を行います。議案第１０号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１０号平成３０年度周防大島町水道事業企業会計

補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第３１．議案第１１号

○議長（荒川 政義君） 日程第３１、議案第１１号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計

補正予算（第１号）を議題とします。

補足説明を求めます。石原病院事業管理者。

○病院事業管理者（石原 得博君） 議案第１１号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計補

正予算（第１号）の補足説明を申し上げます。

お手元の平成３０年度周防大島町病院事業局補正予算書の１ページをご覧ください。

この予算は、普通交付税の確定に伴いまして補正しております。
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まず、第２条の業務の予定量では、病院患者数は入院合計で３,０１６人、外来合計で

６,６１０人の減少を、介護老人保健施設利用者数も入所合計で５２２人、次の２ページになり

ますが、通所合計で１２４人の減少を見込んでおります。それに伴いまして１日平均患者数・利

用者数を補正しております。

第３条の収益的収入及び支出では、収入につきましては、業務の予定量の減少に伴います診療

収入の減少と一般会計からの繰入金の増加により、３ページをご覧いただきまして、収入合計で

２,１１７万５,０００円減額補正し、５８億８,６０１万５,０００円を見込んでおります。

支出につきましては、業務の予定量の減少に伴います材料費の減少により、支出合計を

２,１１６万５,０００円減額補正し、５８億８,５９９万２,０００円を見込んでおります。

次に、４ページをお願いいたします。

第４条の他会計からの補助金につきましては、普通交付税の確定により１億３,４４５万

４,０００円を増額補正し、１２億１,５８３万４,０００円としております。

第５条のたな卸資産購入限度額につきましては、業務の予定量に基づき算出し、合計で

２,２８５万８,０００円減額補正しております。

付属資料といたしまして、５ページ以降に補正予算に関する説明書を添付してございます。

以上が、議案第１１号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計補正予算（第１号）の内容

でございます。どうかよろしく御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上げまして、補

足説明を終わらせていただきます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） ３条の収益的収入及び支出のところで、それぞれの病院等で、医

業外収益で増額補正ということになっていますが、これは中身的にはどういうものになるのかを

伺います。

○議長（荒川 政義君） 村岡病院事業局総務部長。

○病院事業局総務部長（村岡 宏章君） 砂田議員さんの御質問にお答えいたします。

医業外収益の補正でございますが、普通交付税の確定額によります増額補正でございます。東

和病院で５,１９５万円、橘病院で２,７５９万８,０００円、大島病院３,５７７万２,０００円、

看護学校１,８７６万４,０００円、総務部３７万円、これを６施設での按分という形で事業外収

益のほうで補正をさせていただいております。（発言する者あり）

他会計の繰り入れで、一般会計からの繰り入れの確定額でございます。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕



- 71 -

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

これから討論、採決を行います。議案第１１号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから、起立による採決を行います。議案第１１号平成３０年度周防大島町病院事業局企業

会計補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第３２．議案第１２号

日程第３３．議案第１３号

日程第３４．議案第１４号

○議長（荒川 政義君） 日程第３２、議案第１２号周防大島町情報公開条例及び周防大島町個人

情報保護条例の一部改正についてから、日程第３４、議案第１４号周防大島町税条例等の一部改

正についてまでの３議案を一括上程し、これを議題とします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） それでは、議案第１２号から議案第１４号までについて、一括して補

足説明をいたします。

まず、議案第１２号周防大島町情報公開条例及び周防大島町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例についてであります。

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第６５号。略称を個人情報保護法等改正法

と言います。）により改正された個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。略称

を個人情報保護法と言います。）及び行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用に

よる新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法

律の整備に関する法律（平成２８年法律第５１号。略称を行政機関個人情報保護法改正法と言い

ます。）により改正された行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５８号。略称を行政機関個人情報保護法と言います。）が平成２９年５月３０日に施行されまし

た。

このたびの改正は、個人情報保護法等改正法及び行政機関個人情報保護法等改正法による個人

情報の定義の明確化及び要配慮個人情報の取り扱いについて整備するものでございます。

法改正前の個人情報の定義は、以前から法解釈の曖昧さが指摘されていたことから、改正法で
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は、指紋データ、旅券番号等を個人識別符号として定義し、他の情報との容易照合性を問うこと

なく、その情報単体で特定の個人を識別することができる個人情報として位置づけられました。

要配慮個人情報の取り扱いにつきましては、人種、思想・信条、社会的身分等に関する情報に

ついて、従前の法では明確にされていませんでしたが、その情報の持つ特性から取り扱いに特に

配慮を要するものであり、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよう要配慮

個人情報として条例に定義し、その取り扱いについて定めるものでございます。

また、このたびの改正にあわせ、公開請求を受けてから、公開をするか否かの判定を近隣市町

と同様に１５日以内に変更するものでございます。

それでは、改正の要点を御説明申し上げます。

まず、第１条周防大島町情報公開条例の一部を改正する条例から御説明を申し上げます。

第２条第４号は、現在の技術にあわせ定義するものでございます。

第６条第２号は、記述等及び特定の個人を識別することができるものを括弧書きで明確化する

ものでございます。

第８条第２項は、改正後の第６条第２号と整合を図るためのものでございます。

第１０条第２項は、請求書に形式上の不備がある場合に補正を求めるものでございます。

第１１条第１項は、公開をするか否かの決定を１５日以内に変更し、補正があった場合は、そ

の日数に算入しないこととするものでございます。

第１１条第２項は、やむを得ない理由で１５日以内に決定することができない場合、６０日以

内を限度に延長することができるとするものでございます。

次に、第２条周防大島町個人情報保護条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げま

す。

第１条は、個々の請求権を明示するものでございます。

第２条第２号は、個人情報の定義を個人識別符号を除いたものと個人識別符号が含まれるもの

とに区分し、記述等については括弧書きで明確化するものでございます。

第２条第３号は、要配慮個人情報について定義するものでございます。

第２条第６号は、行政機関個人情報保護法における表現と合わせるものでございます。

第３条第２号は、字句を訂正するものでございます。

第７条第５項は、現行条例で収集禁止としている要配慮個人情報についてのみ原則収集を禁止

するものでございます。

第８条第７号は、取り扱う個人情報に要配慮個人情報が含まれるか否かを個人情報取扱事務の

届出及び個人情報取扱事務目録に記載するものでございます。

第８条の２は、第２８条第１項を除き、審査会の略称規定を適用するものでございます。
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第１０条第１項第１号は、例外事由として法令等に定めがあるときを加えるものでございます。

第１０条第２項は、字句を訂正するものでございます。

第１０条第３項は、改正後の第７条第５項との整合を図るためのものでございます。

第１２条は、行政機関個人情報保護法における表現と合わせるものでございます。

第１４条第１項は、第１３条第２項の略称規定を適用するものでございます。

第１４条第２項は、請求書に形式上の不備がある場合、補正を求めるものでございます。

第１５条第１項は、公開をするか否かの決定を１５日以内に変更し、補正があった場合は、そ

の日数に算入しないこととするものでございます。

第１５条第２項は、やむを得ない理由で１５日以内に決定することができない場合、６０日以

内を限度に延長することができるとするもの及び字句の訂正、改正後の第１４条第２項の略称規

定を適用するものでございます。

第１５条第５項は、意見書を提出する機会を与える対象を明確にするものでございます。

第１６条は、改正後の第１４条第２項の略称規定を適用するもの及び字句を訂正するものでご

ざいます。

第１７条は、個人情報の定義の明確化を行うこのたびの改正趣旨を踏まえ、開示請求者以外の

特定の個人を識別することができる情報については、開示することによる個人の権利利害を害す

る恐れの有無にかかわらず不開示情報となるものでございます。

第１８条は、個人情報の定義の明確化を行うこのたびの改正趣旨を踏まえ、氏名等の部分だけ

を削除して残りの部分を開示しても個人の権利利益保護の観点から支障が生じないときには部分

開示するものでございます。

第１９条は、改正後の第１７条との整合を図るためのものでございます。

第２２条は、表記を統一するものでございます。

第２３条は、表記の統一及び字句を訂正するものでございます。

第２３条の２は、番号法第１９条第８号と整合を図るためのものでございます。

第２５条は、第１３条第２項の略称規定を適用するもの及び表記を統一するものでございます。

第２６条は、表記の統一及び字句を訂正するものでございます。

第２７条の２は、表記を統一するものでございます。

第２８条は、審査会の設置規定であるため、正式名称を使用するもの及び字句を訂正するもの

でございます。

第３２条は、個人情報保護法の改正により、個人情報取扱事業者の定義から取り扱う個人情報

の数が５,０００人以下の小規模事業者という要件が削られたことから、小規模事業者にあって

も個人情報保護法による個人情報の保護に係る規制が及ぶこととなることから、該当規定につい
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て削除するものでございます。

第３３条の２は、包括委任規定は一般的には罰則の前に位置するため、第３４条の前に移動す

るものでございます。

第３４条は、第２９条第２項と整合を図るもの及び第１６条第１号の略称規定を適用するもの

でございます。

経過措置につきましては、現に要配慮個人情報に係る事務を行っている場合、施行後、延滞な

く届け出るものでございます。

次に、議案第１３号周防大島町営渡船設置及び運営に関する条例の一部改正についてでありま

す。

情島にありました養護施設あけぼの寮の移転及び平成２９年３月末をもって情島小中学校が休

校となったことにより、情島航路における利用者や運賃収入が半減しており、航路の経営改善を

図る必要が生じました。

このため、去る平成３０年２月２６日に航路にかかわる住民及び利用関係者の代表者、中国運

輸局、山口県及び町職員で構成する周防大島町離島航路確保改善協議会を開催し、現在の５便を

１便減便し４便とすること、船員の雇用確保を容易にするため航路の起点を情島港から伊保田港

へ変更すること及び渡船時刻表の改正について協議し、平成３０年１０月１日から実施すること

に了承をいただきました。

このことから、新旧対照表にあります第２条の表、せと丸の項中の航路の名称につきまして、

情島～伊保田とあるのを出港地である伊保田を起点とする伊保田～情島といたします。また、別

表の運賃表の名称につきましても、情島～伊保田航路とあるのを伊保田～情島航路とするもので

あります。

施行期日は、平成３０年１０月１日としております。

情島航路は島民の皆さんにとって唯一の生活航路であることを鑑み、情島島民の御理解と御協

力をいただき今回の改正案となっておりますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第１４号周防大島町税条例等の一部改正についてであります。

本議案は、地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）、地方税法施行令等の

一部を改正する政令（平成３０年政令第１２５号）、地方税法等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成３０年政令第１２６号）、地方税法施行令の一

部を改正する政令（平成３０年政令第１２７号）、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平

成３０年総務省令第２４号）及び地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令

第２５号）が平成３０年３月３１日にそれぞれ公布され、そのうち平成３０年１０月１日以降に

施行される改正事項等について、周防大島町税条例等の一部を改正するものであります。
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主な改正点でありますが、１点目といたしましては、個人の町民税について、特定の収入にの

み適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律１０万円引き下げ、どのような所

得にでも適用される基礎控除の控除額を１０万円引き上げることに伴う改定について、関係規定

の整備を行うものであります。

２点目といたしましては、町たばこ税に係る改正であります。平成３０年１０月から段階的に

たばこ税の税率を引き上げること、また、近年急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、

課税区分を新たに設けた上で、その製品特性を踏まえた課税方式へ段階的に移行する見直しを行

うこと等となっております。

それでは、改正内容につきまして新旧対照表によりまして御説明をいたします。

第１条による改正、５９ページ上段になります。第２３条町民税の納税義務者等についてであ

りますが、人格のない社団等について、電子申告義務化に係る規定を適用しないこととするもの

であります。

中段、第２４条個人の町民税の非課税の範囲でありますが、障害者、未成年者、寡婦──夫と

死別または離婚して再婚しないでいる女性──及び寡夫──妻と死別または離婚して再婚しない

でいる男性──に対する非課税措置の前年の合計所得金額要件について、現行の１２５万円以下

を１３５万円以下に改正するものであります。これにつきましては、平成３３年度以降の適用と

なります。

同じく第２４条、地方税法の改正にあわせて控除対象配偶者の定義を同一生計配偶者に改め、

また、均等割の非課税限度額の基準額に１０万円を加算することとする規定の整備であります。

なお、控除対象配偶者の定義変更に伴う規定の整備につきましては平成３１年度から、また、

均等割の非課税限度額の引き上げにつきましては平成３３年度からの適用となります。

下段になります。第３４条の２所得控除でありますが、基礎控除額について、所得要件を創設

する改正であります。前年の合計所得金額が２,５００万円を超える納税義務者につきましては、

基礎控除を適用しないこととするものであります。これは、平成３３年度の改正となります。

６０ページの上段、第３４条の６調整控除につきましては、基礎控除の見直しに伴い、前年の

合計所得金額が２,５００万円を超える所得割の納税義務者には調整控除を適用しないこととす

るものであります。こちらも平成３３年度の改正となります。

下段、第３６条の２町民税の申告でありますが、法律改正にあわせて年金所得者に係る配偶者

特別控除の申告要件の見直しを行うものであります。

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、源泉控除対象配偶者に係る配偶者特別

控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要とするものであり、この適用は平成３１年度か

らとなっております。
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次に、６１ページ中段、第４８条法人の町民税の申告納付についてでありますが、大法人に対

する申告書の電子情報処理組織による提出義務について規定するものであります。

資本金が１億円を超える内国法人に対し、法人の町民税の確定申告書、中間申告書及び修正申

告書の提出について、平成３２年４月１日以後に開始する事業年度から電子申告によることを義

務づけるものであります。

６２ページ中段、第９２条製造たばこの区分につきましては、地方税法の改正により、近年、

急速に市場が拡大している加熱式たばこを、喫煙用たばこの区分に新たに創設するものでありま

す。こちらは平成３０年１０月１日からの適用となります。

下段、第９３条の２製造たばことみなす場合でありますが、加熱式たばこに係る税制上の取り

扱いについて、その特性を踏まえ、製造たばことみなす場合の法規定の新設であります。

６３ページ上段、第９４条たばこ税の課税標準につきましては、加熱式たばこに係る紙巻きた

ばこの本数への換算方法について、重量と価格を紙巻きたばこに換算する方式とする等の規定の

整備であります。平成３０年１０月１日から平成３４年１０月１日までの５年間をかけて段階的

に５分の１ずつこの課税方式に移行していくもので、第１条による改正から第５条による改正に

より規定するものであります。

６５ページ下段、第９５条たばこ税の税率につきましては、法律改正にあわせて、たばこ税の

税率を平成３０年１０月１日から３段階で引き上げるものであります。平成３０年１０月１日か

ら町たばこ税の税率を１,０００本当たり５,６９２円に、平成３２年１０月１日には６,１２２円

に、平成３３年１０月１日には６,５５２円へと段階的に引き上げていくものであります。なお、

これらは第１条、第３条及び第４条による改正により規定するものであります。

第９６条たばこ税の課税免除、第９８条たばこ税の申告納付の手続きにつきましては、条例の

条ずれによる改正と規定の整備をするものであります。

６６ページ中段、附則第５条個人の町民税の所得割の非課税の範囲等でありますが、法改正に

あわせて、個人の町民税の所得割の非課税限度額の引き上げに伴う条文の整備であります。これ

は、均等割の非課税限度額の改正と同じように基準額に１０万円を加算した額とするもので、施

行につきましても、同じく平成３３年１月１日からとなっております。

下段の、附則第１７条の２優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る町民税の課税の特例につきましては、租税特別措置法の改正に伴う条ずれに対応するもの

であります。

７３ページ上段、第６条による改正、平成２７年度改正条例附則第６条町たばこ税に関する経

過措置の改正につきましては、平成２７年度において講じた旧３級品の紙巻きたばこに係る税率

の経過措置について、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間の税率を同年９月
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３０日まで適用を延期することとするものであります。

これにより、平成３１年１０月１日から旧３級品たばこに係る特例税率は完全廃止となり、引

き上げ後の税率は他の紙巻きたばこと同額の１,０００本当たり５,６９２円となることとなって

おります。

以上が、議案第１２号から議案第１４号までの補足説明であります。何とぞ慎重なる御審議の

上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 暫時休憩します。

午後３時22分休憩

………………………………………………………………………………

午後３時35分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに行います。

議案第１２号周防大島町情報公開条例及び周防大島町個人情報保護条例の一部改正について、

質疑はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 新旧対照表のほうで質問しますが、３１ページ、第１１条、私、

この議案をいただいたときに、我が目を疑ったんですが、開示決定の期間が１５日以内というこ

とで改正されておりまして、この件につきましては、改めて御礼を申し上げたいと思います。念

のため、一応この１５日にされたという理由を簡単で結構ですので、御答弁いただければと思い

ます。

それともう一つ、３３ページに個人情報のほうで、第１条で外部提供の停止を求める権利を保

障すると。外部提供について制限をかけているということで、個人情報保護法のほうでは、外部

提供だけでなくて内部利用にも制限をかけているので、あえてここで外部提供、外部というのを

入れる必要があるのかなと思うんですが、何か理由があるんでしょうから、そこについて御答弁

をお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 私のほうからは３１ページ、第１１条の１５日とした根拠というと

ころをお答えいたします。

２９年度の公文書の情報公開においても１６３件ございまして、その９３.９％が１５日以内

にもう既に対応できているというところと、以前にも議論になりましたけども、近隣市町がやは

り１５日でやっておるという事実ということも踏まえまして、今回、条例改正をする機会もござ

いましたので、また、田中議員さんからもいろいろ御意見いただいておりましたので、このたび

１５日とさせていただくことといたしました。
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○議長（荒川 政義君） 山本政策企画課長。

○政策企画課長（山本 勲君） ３３ページの第１条、外部提供の停止でございますが、この条

文は個々の請求権を明示した条文になっております。そういうことで、いろんな請求権を明示す

る中に、外部提供と内部での利用、内部の場合は利用という形になりますので、利用と提供とい

う形で、外部の場合は外部提供という形で用語を使い分けしているという意味でございます。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１３号周防大島町営渡船設置及び運営に関する条例の一部改正について、質疑はござい

ませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 議案の資料のほうで、提案理由の説明でもございましたが、航路

の経営改善を図る必要があるということで、今回の改正ということでもあるということなんです

が、実際に、具体的に経営改善がどういうふうに図られるのか。

それと、島内というか、航路の利用者を経営改善のためには増やしていくというか、経営改善

というだけでなくて足の確保ということで、使いやすい航路、船便であるという必要があると思

いますが、船に乗るまでの島内の移動というのが非常に厳しいというか、細い坂道を歩いて出な

きゃいけないというような状況でもあって、その辺の対策も、経営改善のためにも必要になるん

じゃないかなと思いますが、その辺の対策をどのようにお考えなのか、御答弁をお願いいたしま

す。

○議長（荒川 政義君） 山本政策企画課長。

○政策企画課長（山本 勲君） 田中議員さんの今の御質問は、伊ノ浦地区の方の移動の確保と

いうことだと思うんですけれども、一昨年にもそういうお話がございまして、一昨年の対策とし

ましては、伊ノ浦で軽度の介護認定を受けた方がおりまして、買い物に行くにも足が悪くて大変

だということで、介護保険課のほうで、軽度者の方でも特例でシニアカーを借りることができる

ようにはなりました。ただ、道が急なためだとか、坂が急なものですから、シニアカーの使用に

ついて御家族の方の反対もあったりとか、御本人もちょっと自信がないよということで、結局、

シニアカーについては借りないことになったというふうには聞いております。ただ、当時は買い

物を代行していただける方が地元におったので、買い物は、現在もその方にお願いして代行して

いるというふうには伺っております。

ただ、島内のなかなか公共的な交通といいますか、その移動をどういうふうに確保するのかと

いうのは、自治会のほうも高齢化が進んでおりますし、なかなか妙案が今のところないというの

が実情ではございます。
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それから、経営の観点から、経費がどれだけ節減できるかということになりますと、主には渡

船の燃料代が減便することによって、大体試算でいきますと、年間で４２万６,０００円ぐらい

の経費の削減はできるというふうに考えております。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 離島でもありますし、今、イノシシも出て、非常に安全性も問題

があるというようなこともありますし、なかなか身近にちょっと相談対応とかいうのもできない

ところなんで、ぜひとも、今、対策がないからといって、それをそのままにしておくんではなく

て、現地の状況なりを十分把握していただいて、今後も継続的に検討をしていただくということ

をお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。小田議員。

○議員（１３番 小田 貞利君） 今、同僚議員と重なるところもあるんですが、４便にするとい

うことで、時間的なものがどういうふうになるのかというのが少し気になります。

現状の便で、今、フェリーが伊保田に着いている便とほぼ同時ぐらいに来ているんですが、間

に合わないとか先に乗るとか、そういうのが、たった５分か１０分ぐらいのことで解決できる問

題がありますので、バスの時間等も考えて、考えていただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 山本政策企画課長。

○政策企画課長（山本 勲君） 渡船の時刻の変更につきましては、自治会の方とも２月に自治

会総会がございましたので、そこに直接出向きまして、一応案を示しまして、いろいろその中で

協議をいただいて、フェリーの時刻を考えたりとか、始発のバスの時刻のどの便、どのバスの利

用が一番多いのかということをいろいろ勘案いたしまして、自治会の方とも了承をいただいて、

時刻のほうは決定をしております。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１４号周防大島町税条例等の一部改正について、質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） この、たばこ税についてですが、３段階で１箱２０本入りで

２０円の増税、つまり１本で１円ということになりますが、国のほうは１本につき３円の値上げ

で、そのうちの１円を町村にということだと思うんですが、これで増収というのはどれぐらい見

込んでいるんでしょうか。それは別にないのでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 藤本税務課長。

○税務課長（藤本 倫夫君） ただいまの、たばこ税の増収の件でございますが、この３段階で、
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もちろん基本的には税率自体は向上してまいるんですが、近年の健康ブームでありますとかそう

いうことがありまして、平成２５年から通常たばこにつきましては、大体、年６％とか７％の減

額というか減収になっております。旧３級品につきましては、もう２０％以上減ってきておりま

す。

平成３０年度におきましても、この１０月に改正があるんですが、当初予定している──今、

もう既に半年ぐらいで随分落ち込んできておりますので──税収は、もちろん税自体は、税率は

上がるんですが、それほど影響がない。もっと言えば来年、再来年と、このまま税収は下がって

いくというふうな見込みをしております。

以上です。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

以上で、議案第１２号周防大島町情報公開条例及び周防大島町個人情報保護条例の一部改正に

ついてから議案第１４号周防大島町税条例等の一部改正についてまでの質疑を終了します。

討論、採決は、会期中の最終日の会議で行います。

────────────・────・────────────

日程第３５．議案第１５号

○議長（荒川 政義君） 日程第３５、議案第１５号周防大島町過疎地域自立促進計画の変更につ

いてを議題とします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） 議案第１５号周防大島町過疎地域自立促進計画の変更について補足説

明をいたします。

本案は、周防大島町過疎地域自立促進計画の変更にあたり、過疎地域自立促進特別措置法第

６条第７項で準用される同条第１項の規定に基づき、本議会の議決を求めるものでございます。

内容について申し上げますと、生活環境の整備、その他に記載しております若者定住住宅建設

事業につきまして、事業の追加時には居住環境を整備するという観点から区分を決定したもので

ありますが、県より、集落の整備の区分へ記載すべきとの指摘を受けたことから、集落の整備の

区分に過疎地域集落再編整備の事業名を追加し、生活環境の整備の区分、その他の事業名に記載

のあった若者定住住宅建設事業を追加した過疎地域集落再編整備に記載しようとするものでござ

います。この過疎地域集落再編整備の事業名の追加が、過疎計画の重要な変更に該当いたします

ので、議会の議決をお願いするものでございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。
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○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。

議案第１５号、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

これより討論、採決に入ります。議案第１５号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１５号周防大島町過疎地域自立促進計画の変更に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第３６．議案第１６号

日程第３７．議案第１７号

○議長（荒川 政義君） 日程第３６、議案第１６号動産の買入れ（平成３０年度トレーラーハウ

ス購入）についてと、日程第３７、議案第１７号動産の買入れ（平成３０年度周防大島町公用車

（スクールバス白木線２号車）購入）についての２議案を一括上程し、これを議題とします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） それでは、議案第１６号及び議案第１７号につきまして補足説明いた

します。

まず、議案第１６号動産の買入れについてであります。

本案の動産の買い入れにつきましては、トレーラーハウス３台を購入し、グリーンステイなが

うらに設置することで、少人数の宿泊施設として利用しようとするものであります。また、災害

時などには、他の自治体等からの要請により派遣することも可能と考えております。

去る８月９日、３社による指名競争入札を行った結果、株式会社カンバーランド・ジャパンが

１,８４０万円で落札いたしましたので、その落札価格に消費税を加えた１,９８７万２,０００円

で請負契約を締結しようとするものであります。

なお、参考までに、納期は平成３１年１月２５日までとしております。

つきましては、周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定に基づき、議会の御議決をお願いするものであります。

なお、本案件は繰越事業でございます。

繰越事業を実施する場合の事業名につきましては、特別の定めというものはありませんので、



- 82 -

予算決議をいただいた年度を記載する、また施行年度を記載する、また、年度なしなどいろいろ

考えられますが、本町の場合は、繰越事業というのが一目で判別できる予算を御議決いただいた

年度を記載しております。

ただし、本案件につきましては、施行年度を記載して事務処理をしております。手続きに問題

はありませんが、今後の繰越事業につきましては、予算議決をいただいた年度、これを頭に入れ

るということで、記載するということで統一したいと考えておりますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。

次に、議案第１７号動産の買入れについてであります。

スクールバス白木線の車両につきましては、さきの６月定例会において、１月に発生した物損

事故の影響による先行購入の御議決をいただきましたが、当路線は２台のマイクロバスで運行を

していることから、このたび第２号車を購入するもので、去る８月９日に町内の自動車販売業者

１１社で入札を行った結果、周防大島町大字小松の有限会社岡田モータースが７５３万５,２６９円

で落札いたしましたので、その落札価格に消費税を加えた８１３万８,０９０円で請負契約を締

結しようとするものであります。

このバスは、６月定例会で御議決をいただいたものと同様の仕様で座席数が２８、これを確保

した車両で、利用者である児童生徒及び一般利用者のより一層の安全を確保するため、衝突被害

軽減ブレーキなどの安全装置を装備した車両とするとともに、バス昇降口のステップを２段とす

るなど、児童や高齢者に配慮した仕様でございます。

なお、参考までに、納期は平成３１年１月３１日までとしております。

つきましては、周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものであります。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

議案第１６号動産の買入れ（平成３０年度トレーラーハウス購入）について、質疑はございま

せんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） まず確認ですが、このトレーラーハウスが車にあたるのか、建物

にあたるのか、固定資産税は発生するのかについて御答弁をください。

それと、予定価格の決定方法ですが、見積もりにより決定しているのだろうと思いますが、そ

の見積業者名と見積価格。

それから、この資料では６人が泊まれるトレーラーハウスということなんですが、その辺の仕

様をどういうふうに比較検討の上決めたのか、その辺を御説明ください。
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それから、この導入業者のこれまでの実績などがあれば、御説明いただきたいと思います。

それと、被災地へ要請があれば貸し出しをするということで説明がありましたけど、実際に貸

し出しをする際に、その貸し出し先をどういうふうに決定するのか、例えば、事前に協定を結ん

でおくとか、そういう方法をとるのか。

それと、運搬費とか現地での維持費とか、かかると思いますが、その辺の費用負担をどのよう

にするのか、貸し出し期間はどれぐらいの期間で貸し出すのか、無制限に貸し出すのか、一定の

期間を定めて貸し出すのか、その辺の御説明をお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） 田中議員さんの御質問に産業建設部としての回答をさせていた

だきます。

まず最初に、車両か建物かということですが、車両につきましては、道路運送車両の保安基準

に準じて製造しておりますので、車両という、車という認識をしております。それによりまして、

固定資産、建物ではございませんので、固定資産税は発生しておりません。

次に、予定価格の決定につきましては、一応２社から見積もりを徴収しております。株式会社

カンバーランド・ジャパン及びレスキュー・ビークルパークでございます。

また、見積金額につきましては、それぞれの不利益になってはと思いますので、あえてＡ社、

Ｂ社という形をとらせていただきたいと思いますが、Ａ社につきましては１,８４１万１,０００円、

税込み１,９８８万３,８８０円、Ｂ社につきましては１,８５４万円、税込み価格２,００２万

３,２００円の見積もりということになっております。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 私のほうからは、カンバーランド・ジャパンの自治体等への納入実

績ということで、お答えいたしたいと思います。

納入実績は、長野県小谷村１台、北海道更別へ５台、富山県南砺市へ４台、宮城県石巻市へ

３台という実績を見ております。

それと、貸し出しの方法等でございます。

まず、貸し出し先の決定につきましては、今考えられるのが、山口県と市町の相互間の災害時

応援協定書というのを結んでおりますから、これに基づいて、県内の災害については、県と協議

をしながら貸し出し先の決定になろうかと思います。大きな災害、県をはみ出た災害とかになれ

ば、カウンターパートとかいうところで、またそういうことが出てくるのかもしれませんが、そ

ういうところが貸し出し先になろうかというふうに思っております。

また、費用負担につきましては、災害時の応援協定書に基づくところでいきますと、やはり受
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援者といいますか、応援を受けた側の市町村、市町の負担ということが想定されると思っており

ます。

それと、貸し出し期間につきましては、実はこのトレーラーハウスそのものは、町内において

観光用途も目的にございますので、そのときそのときの個別によって決定していかなきゃならな

いんじゃなかろうかというふうに思っております。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） 済いません。先ほど、田中議員さんからの御質問の中に１件ほ

ど、答弁漏れがありましたので追加させていただきます。

予定価格の決定方法の中に、仕様の決定方法はいかにというのがございましたが、これにつき

ましては、総務課あるいは通常利用しますグリーンステイながうらとの協議において、仕様を決

定しております。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 入札結果を見ると、比較価格で税抜きで言いますと１,８４１万

円の予定価格に対して、１回目が最低が１,８４１万１,０００円と、２回目が、次点の業者が

１,８４１万円、１,０００円だけ切ってきていると。それで、落札した業者が１,８４０万円、

この結果で落札率が９９.９％という非常に高い落札率になっておりますけど、そもそもこの予

定価格を決める際に、この指名業者から見積書をとるということで、そういう手法をとるとどう

してもこういう結果になってくるんじゃないかな、その辺に原因があるんじゃないかなと思いま

すけど。

車であれば、先般の臨時議会でありました給水車のように、実際はメーカーが組み立てる車で

あっても、地元のディーラーが入札、指名されて競争入札をしているということから、地元のデ

ィーラーで入札したのでもよかったんじゃないかなと思いますが、その辺あえてこういうふうに、

製作業者というんですか、３社のみで入札をして、こういう高い、高どまりの入札結果、落札結

果になったということについて、手法に問題はなかったのか、あったんではないかというふうに

思いますが、この辺、妥当であったという理由を御答弁いただきたいと思います。

それともう一つ、実際に災害が起きたときに、トレーラーハウスをグリーンステイながうらか

ら接続を切って運び出して、その被災地に派遣するということがちょっとイメージとして湧かな

いんですが、具体的に、例えばこの近辺で災害が起きたら、多分そこから出ることさえできない

と思いますんで、当然、東日本での災害の際に派遣するというふうになるんかなと思いますが、

その辺の実際に派遣する際の想定というんですか、どういう被災地への派遣を想定されているの

かというところを、もう少し具体的に御説明いただかないと、なかなかこの、グリーンステイな



- 85 -

がうらの宿泊施設のための導入であれば、トレーラーハウスではなくて普通の建物を造ればよか

ったと思うんですが、あえてトレーラーハウスということにしているということは、防災面の目

的が強いということだと思いますんで、その辺の防災上の目的をもう少し明確に、御答弁いただ

きたいなと思います。

一旦、避難所として使うのか、仮設住宅として使うのかもちょっとわかりませんけど、仮設住

宅として使う場合には、もう人がそこへ住んでしまいますので、なかなかこっちに戻ってくると

いうことが難しくなるんかなと。例えば、ことし導入して、来年、大きな災害が起きたときに、

そういうことになってもいいのかどうか、その辺も、ちょっと防災面の実際の対応というのを具

体的に御答弁をいただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） まず、なぜ地元業者ではないのかというところでございますけれど

も、やはり、トレーラーハウスという特殊性を考慮した場合に、専門業者であったり、その販売

実績なんかを重視せざるを得ないのじゃなかろうかというところで、指名をしたところでござい

ます。

○議長（荒川 政義君） 岡本総務課長。

○総務課長（岡本 義雄君） 田中議員さんの御質問にお答えさせていただきます。

議案第１６号資料１のとおり、入札時の仕様によりまして、トレーラーハウスは移動式である

ということと、タイヤを有しておるということと、設置につきましては、随時かつ任意に移動で

きるように設置ができるものということになっておりますので、災害時においては、このトレー

ラーハウスを活用することができるというふうに考えております。

それから、トレーラーハウスの利用でございますが、災害応援、防災対策として、トレーラー

ハウスの使用例としては、救護施設での使用、福祉避難所の代替施設、ボランティアセンターな

どの受付施設、被災者の仮設住宅、応援者の宿泊施設などが想定できますが、災害時の利用につ

きましては、用途を現時点では限定していなく、受援者側の希望に即した形を対応できればとい

うふうに思っております。

それから、貸し出し期間につきましては、仮設住宅等であれば２年以内というルールがありま

すが、実際２年間貸すのかどうかというところまでは、現時点では内容を決定しておりませんの

で、今後そのあたりは想定していきたいと思っております。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） その防災面での導入目的というのが、ちょっと、どうも私、理解

できないんですが。
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じゃあ、今回６人が宿泊できるトレーラーハウスを３台導入するというんですけど、その３台

にした理由。それで、被災地へ派遣する際は３台全部派遣するということになるのか、それとも

１台だけにするのか、何で今回３台なのかなというのがちょっと御説明をいただきたいのと、そ

れと、今、防災面で貸し出しの御説明がありましたけど、具体的にどういうところへ、どういう

方法で運搬して派遣していくのか、当然、こちら側から牽引車を手配して、ながうらから運び出

さなきゃいけない、運搬しなきゃいけないと思いますんで、その辺の具体的な方法を説明いただ

かないと、なかなか理解できないかなと思うんですが、御答弁をお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） トレーラーハウスの活用目的というのが、一つは、グリーンステイなが

うらの宿泊、合宿施設として使う。もう一つは、その今の話題になっております、災害時にそれ

を他に派遣して活用できるんではないかということでございますが、これは、これから先、他の

自治体にも、ぜひともこういう形の宿泊施設を導入していただくと、そうしたときに、周防大島

町が１０台も持つということではなくて、例えば３とか４とかの自治体で、それぞれが３台とか

５台とか持ったときに、非常時にはそれを持ち寄って、１カ所で１０台、１５台というふうな活

用ができるんではないかというふうなことを思っておるところでございます。

ただ、防災面だけをやっておるというわけじゃなくて、グリーンステイながうらには宿泊棟と

して活用できるものが、それが非常時にはそちらにも活用できるということでございますので、

防災面を特に重視しておるというわけじゃなくて、それに付随した活用ができるというふうに考

えております。

私もまた、他の自治体にもそういう活用が、もしできるということを皆さんにも周知して、そ

して提案をしていけたらというふうに思っておるところでございます。

○議長（荒川 政義君） ほかにございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 私も、この指名競争入札という点で伺いたいと思うんですが、先

ほどの部長は、近隣の業者ではこういう車は買えないだろうというふうに答弁されましたが、仮

に一般競争入札で、一定の条件を示した上での一般競争入札ですれば、こうした遠くの聞いたこ

ともない業者じゃなくて、もう少しいろんな業者からの応募ということも考えられたと思うんで

すが、このカンバーランド・ジャパンとレスキュー・ビークルパークというのは、どういうふう

な根拠で指名をされているのでしょうか。

もう一つは、一定の条件を示した上での一般競争入札ではいけなかったのか、その辺を伺いま

す。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 指名の理由といいますか、指名願いが車両・船舶を希望する納入実
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績のある３社を選定、これ、指名願いが出ておる３社を指名したというところでございます。当

然、そういう指名願いは出ていますし、実績もある団体でございますので、特に一般競争入札に

付する必要もなかったんじゃないかというふうに思っています。

○議長（荒川 政義君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結いたします。

議案第１７号動産の買入れ（平成３０年度周防大島町公用車（スクールバス白木線２号車）購

入）について、質疑はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） ２点ほど。これ６月議会に１号車購入議案が出ていましたけど、

これと仕様は同じという御説明はありましたけど、予定価格が税抜きで３万円ほど異なるのでは

ないかと思いますけど、これはどこが仕様が違うのかどうか、御説明をください。

それから、これ１号車、こちらは地元ディーラーの入札ということで７７.７％で落札してお

りますけど、今回もかなり低い金額で落札をしておりますけど、７７.７％で落札してもディー

ラーの利益が出るということは、そもそも１号車のときの見積もり、これもメーカーからの２社

の見積もりということでしたけど、これが高過ぎるんじゃないかと考えるのが普通だろうと思い

ますけど、今回の２号車の見積もり、予定価格の決定のための見積もりで、そのときに、この内

容のチェックとか他の事例との比較、もちろん１号車の結果などの見積もりとか入札内容の結果

の検証とか、そういうことは行われたでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 田中議員さんからの質問で、最初の１号車と比べると予定価格のほ

うが３万円違うのではないか、この理由はというところでございますが、車両の仕様につきまし

ては、１号車と２号車については特に変えておりませんが、前回同様、小型バスで衝突回避支援

装置を装備しているメーカー２社を扱うディーラー２社からの見積書を徴収しました結果、安価

な金額を示したものを設計に反映させたことが影響したものでございます。

２件目の積算内容のチェックにつきましては、平成３０年度当初予算編成時に、現車両をもと

に有償運行仕様を作成いたしましたので、このたび改めてチェックのほうはしておりません。

また、他の事例との比較につきましては、平成２６年度の竜崎温泉マイクロバスの落札率が

７７.２％、また、東和病院患者輸送車が８３％であったということにつきまして、比較的マイ

クロバスにつきましては、落札率が高いということにつきましては確認をいたしておりますけど

も、このたび設計に至って、特に対応のほうはしておりません。

また、１号車の入札結果の検証につきましては、落札率が７７.１％と低いポイントではあり

ましたけれども、２号車の購入に際しましては、２社のメーカーからの見積書を徴収したもので
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設計をいたしましたので、特に検証のほうもいたしておりません。

○議長（荒川 政義君） いいですか。ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

これから討論、採決を行います。議案第１６号、討論はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 議案第１６号につきまして反対の立場で討論をいたします。

まず、本件、トレーラーハウスを車として購入すると、導入するということで固定資産税が発

生しないということになるということでありますが、町民の皆様から高い固定資産税をいただい

て、税金をもとに運営している自治体として、この自治体みずからが、建物でありながら税金を

納めなくていい方法を選択するということは矛盾する行為だと思いますし、納税者の方に対して

不誠実であるというふうに思います。

また、本件は１,９８８万２,８００円を予定価格とする入札でありますが、３社のみによる競

争入札でありまして、しかもそのうちの２社から見積もりを徴収して、予定価格を決定した指名

競争入札となっております。

いずれも本町から遠く離れた業者の方でありますが、本件が車両の購入であることから、質疑

でも申しましたが、地元ディーラーへの発注とすることも可能なはずでありまして、購入後のメ

ンテナンスなども必要になってくるということを考慮して地元ディーラーを指名すれば、競争性

を担保するだけの入札参加者が得られますし、予定価格決定のための見積徴収をした業者が落札

をするという、公正性に疑問を抱かざるを得ない状況を回避することもできたはずであります。

そのような実態になることが明白でありながら、あえてこのように予定価格に対して、極めて少

ない業者数による指名競争入札を経て調達するのは、公共調達として賢明な方法とは言えないと

思います。

そもそも、防災上の目的があるからこそ、宿泊施設として建物の整備ではなく、トレーラーハ

ウスという高価な買い物をするわけでありますから、防災における目的は極めて明快でなければ

ならないはずでありますが、本議案に関する質疑では、およそ納得のいく御答弁は得られません

でしたし、トレーラーハウス導入のメリットを１００％否定するわけではございませんが、実績

について十分な検証をしたとは思えませんし、厳しい財政状況の中で対策を講ずべき防災対策は

ほかにたくさんある中で、このような高価なものを一度に３台も購入することには、費用対効果

の面で大きなリスクを抱えることになると考えます。

そもそも、購入の目的や運用方法を含め、町民に対して説明責任が果たせるよう、再度、十分

かつ真摯な議論を求めまして、反対討論といたします。

○議長（荒川 政義君） 次に、賛成討論はございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 反対討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 討論がないようでございますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１６号動産の買入れ（平成３０年度トレーラーハ

ウス購入）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第１７号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これより、起立による採決を行います。議案第１７号動産の買入れ（平成３０年度周防大島町

公用車（スクールバス白木線２号車）購入）について、原案のとおり決することに賛成の議員の

起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第３８．議員派遣の件について

○議長（荒川 政義君） 日程第３８、議員派遣の件を議題とします。

お諮りします。お手元に配付したとおり、議員を派遣いたしたいと思います。これに賛成の議

員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（荒川 政義君） 挙手全員であります。よって、派遣することは可決されました。

次に、お諮りいたします。ただいま可決された議員派遣の内容に、今後、変更を要するときは、

その取り扱いを議長に一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認め、決定しました。

────────────・────・────────────

○議長（荒川 政義君） 以上で、本日の日程は全部議了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

次の会議は、９月２５日月曜日、午前９時３０分から開きます。

○事務局長（舛本 公治君） 御起立願います。一同、礼。
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午後４時24分散会

──────────────────────────────


